
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
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単一の周波数の搬送波を使用して、他の通信装置と近接通信を行う通信装置であって、
電磁波を出力する電磁波出力部と、
前記電磁波出力部が出力する電磁波、または、前記他の通信装置から出力された電磁波

を変調することにより、データを送信する変調手段と、
前記他の通信装置から送信されてくるデータを復調する復調手段と、
前記他の通信装置から出力されている電磁波を検出する検出手段と
を備え、
前記検出手段が第１の閾値である搬送波出力抑制判断磁束密度以上のレベルの搬送波成

分を検出しなかった場合、
前記電磁波出力部が前記電磁波の出力を開始し、
前記通信装置と前記他の通信装置のそれぞれが電磁波を出力して変調することにより

データを送信するアクティブモード、および、前記通信装置と前記他の通信装置のうちの
一方が電磁波を出力して変調することによりデータを送信し、他方が一方からの電磁波を
負荷変調することによりデータを送信するパッシブモードの２つの通信モードのうちのい
ずれかの通信モードを決定して近接通信を開始するイニシエータとしての処理が開始され
、

前記他の通信装置が前記アクティブモードの通信を開始して送信するコマンドを受信し
て応答する場合、



　　

　
【請求項２】
　

　
【請求項３】
　

　
【請求項４】
　

　
　

　
　
　
　

　　
　　

　

　　

　
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、 装置および通信方法に関し、特に、例えば、近接通信等の無線通信にお
いて生じる、いわゆる隠れ端末問題を容易に解消することができるようにする 装置お
よび通信方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近接通信を行うシステムとしては、例えば、 IC(Integrated Curcuit)システムが広く知ら
れている。 ICカードシステムにおいては、リーダ／ライタが電磁波を発生することにより
、いわゆる RF(Radio Frequency)フィールド（磁界）を形成する。そして、リーダ／ライ
タに、 ICカードが近づくと、 ICカードは、電磁誘導によって、電源の供給を受けるととも
に、リーダ／ライタとの間でデータ伝送を行う。
【０００３】
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前記復調手段が、前記第１の閾値より大と設定されている第２の閾値である動作限界
搬送波磁束密度以上の搬送波成分の受信によって、送信されてくるデータを取得するター
ゲットとしての処理が行われる

ことを特徴とする通信装置。

前記復調手段に前記第２の閾値以上の搬送波成分が供給された場合に、ターゲットとし
ての前記処理が行われる

ことを特徴とする請求項１に記載の通信装置。

前記検出手段が前記第２の閾値以上の搬送波成分を検出した場合に、ターゲットとして
の前記処理が行われる

ことを特徴とする請求項１に記載の通信装置。

単一の周波数の搬送波を使用して、他の通信装置と近接通信を行う通信装置の通信方法
であって、

電磁波を出力し、
前記電磁波、または、前記他の通信装置から出力された電磁波を変調することにより、

データを送信し、
前記他の通信装置から送信されてくるデータを復調し、
前記他の通信装置から出力されている電磁波を検出する
ステップを含み、
第１の閾値である搬送波出力抑制判断磁束密度以上のレベルの搬送波成分が検出されな

かった場合、
前記電磁波の出力が開始され、
前記通信装置と前記他の通信装置のそれぞれが電磁波を出力して変調することにより

データを送信するアクティブモード、および、前記通信装置と前記他の通信装置のうちの
一方が電磁波を出力して変調することによりデータを送信し、他方が一方からの電磁波を
負荷変調することによりデータを送信するパッシブモードの２つの通信モードのうちのい
ずれかの通信モードを決定して近接通信を開始するイニシエータとしての処理が開始され
、

前記他の通信装置が前記アクティブモードの通信を開始して送信するコマンドを受信し
て応答する場合、

前記第１の閾値より大と設定されている第２の閾値である動作限界搬送波磁束密度以
上の搬送波成分の受信によって、送信されてくるデータが取得されるターゲットとしての
処理が行われる

ことを特徴とする通信方法。

通信
通信



ところで、現在実施されている ICカードシステムの仕様としては、例えば、タイプＡ、タ
イプＢ、タイプＣと呼ばれているものがある。
【０００４】
タイプＡは、フィリップス社の MIFARE方式として採用されているもので、リーダ／ライタ
から ICカードへのデータ伝送には、 Millerによるデータのエンコードが行われ、 ICカード
からリーダ／ライタへのデータ伝送には、 Manchesterによるデータのエンコードが行われ
る。また、タイプＡでは、データの伝送レートとして、 106kbps(kilo bit per second)が
採用されている。
【０００５】
タイプＢでは、リーダ／ライタから ICカードへのデータ伝送には、 NRZによるデータのエ
ンコードが行われ、 ICカードからリーダ／ライタへのデータ伝送には、 NRZ-Lよるデータ
のエンコードが行われる。また、タイプＢでは、データの伝送レートとして、 106kbpsが
採用されている。
【０００６】
タイプＣは、本件出願人であるソニー株式会社の FeliCa方式として採用されているもので
、リーダ／ライタと ICカードとの間のデータ伝送には、 Manchesterによるデータのエンコ
ードが行われる。また、タイプＣでは、データの伝送レートとして、 212kbpsが採用され
ている。
【０００７】
ところで、近接通信等の無線通信においては、いわゆる隠れ端末問題が生じるため、それ
に、どのように対応するかが問題となる。
【０００８】
例えば、従来の無線 LAN(Local Area Network)のシステムにおいては、一般に、コマンド R
TS(Request to send)と CTS(Clear to send)をデータ通信中にやりとりすることで、隠れ
端末問題に対処している（例えば、非特許文献１）。
【０００９】
ここで、隠れ端末問題とは、一般に、以下のような問題をいう。
【００１０】
即ち、無線通信においては、複数の通信装置について、そのうちの一方から他方の通信装
置に伝送しようとする際に、同時に電波（電磁波）を出さないように制御が行われる。具
体的には、電波を出力しようとしている通信装置は、周囲の電波の検出を行い、周囲に電
波が検出された場合には、電波を出力せず、周囲に電波が検出されなかった場合には、電
磁波を出力する。これにより、一方の通信装置と他方の通信装置とは、交互に電波を出し
合ってデータをやりとりする。
【００１１】
上述のように、電波を出力しようとしている通信装置が、周囲の電磁波の検出の有無だけ
によって、自身による電波の出力制御を行う場合、ある通信装置に対して、他の複数の通
信装置から同時にデータが送信される状況が発生し、ある通信装置において、データの受
信に失敗することがある。
【００１２】
即ち、いま、３つの通信装置Ａ，Ｂ，Ｃが存在するとする。そして、通信装置ＡとＢは、
両者の間で電波を排他的に利用制御しうる距離にあるとともに、通信装置ＢとＣも、両者
の間で電波を排他的に利用制御しうる距離にあるとする。但し、通信装置ＡとＣは、両者
の間で電波を排他的に利用制御しうる距離にないとする。
【００１３】
この場合、通信装置Ｂは、通信装置Ａまたは通信装置Ｃのうちのいずれか一方で電波を出
力しているときは、電波を出力することができない。但し、通信装置Ａは、通信装置Ｃが
電波を出力していても、電波を出力することができる。通信装置Ｃも、通信装置Ａが電波
を出力していても、電波を出力することができる。
【００１４】
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通信装置Ａ乃至Ｃが、上述のような位置関係にある場合、通信装置Ｂに対して、通信装置
ＡとＣの両方から同時に電波（データ）が送信される場合があり得る。そして、例えば、
通信装置Ｂから、通信装置ＡとＣそれぞれまでの距離が等しく、通信装置ＡとＣが同一の
強度の電波を出力するとすれば、通信装置Ｂでは、通信装置ＡとＣそれぞれから出力され
る電波が、同一の強度で受信され、その結果、混信によって、通信装置ＡとＣのいずれか
ら送信されてくるデータも、正常に受信することはできない。
【００１５】
以上のように、通信装置Ｂがデータを正常に受信することができないのは、通信装置Ａか
らは、通信装置Ｂの存在を確認することができるが、通信装置Ｃの存在を確認することが
できず、通信装置Ｃからも、通信装置Ｂの存在を確認することができるが、通信装置Ａの
存在を確認することができないことに起因する。このように、通信装置ＡとＣそれぞれか
ら、他方が、いわば隠れて見えないことに起因して、通信装置Ｂにおいて、通信装置Ａと
Ｃから同時に電波が出力されることによって混信が生じる問題が、隠れ端末問題と呼ばれ
る。
【００１６】
そこで、従来の無線 LANでは、通信を開始する通信元の通信装置は、通信時間（空間占有
時間）等を報知するコマンド RTSを通信相手の通信装置に送信する。コマンド RTSを受信し
た通信相手の通信装置は、通信元の通信装置に対して、コマンド RTSに対する了解と通信
時間（空間占有時間）等を報知するコマンド CTSを送り返す。通信元または通信相手の通
信装置によるコマンド RTSまたは CTSを受信することができる距離にいる他の通信装置は、
そのコマンド RTSまたは CTSによって、ある空間占有時間の間の空間の占有を認識し、その
空間占有時間の間は、電波（データ）の送信を控える。
【００１７】
上述の位置関係にある通信装置Ａ乃至Ｃにおいては、通信装置Ａが通信装置Ｂにコマンド
RTSを送信し、通信装置Ｂが、そのコマンド RTSに対する応答としてのコマンド CTSを、通
信装置Ａに送信する。通信装置Ｃは、通信装置Ｂが送信したコマンド CTSを受信すること
が可能であり、通信装置Ｃは、通信装置Ｂが送信したコマンド CTSを受信すると、電波の
送出を控え、その結果、通信装置Ｂにおいて、通信装置ＡとＣからの電波（データ）が衝
突することを回避することができる。
【００１８】
【非特許文献１】
ANSI/IEEE Std 802.11, 1999 Edition、 LOCAL AND METROPOLITAN AREA NETWORKS: WIRELE
SS LAN, Chapter 9　 MAC sublayer functional description
【００１９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、コマンド RTSと CTSによる隠れ端末問題の解決手法は、通信装置に、そのた
めの制御ロジックやメモリ等を必要とし、コストが上昇する課題があった。
【００２０】
本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、隠れ端末問題を容易に解消する
ことができるようにするものである。
【００２１】
【課題を解決するための手段】
　本発明の
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通信装置は、電磁波を出力する電磁波出力部と、電磁波出力部が出力する電磁
波、または、他の通信装置から出力された電磁波を変調することにより、データを送信す
る変調手段と、他の通信装置から送信されてくるデータを復調する復調手段と、他の通信
装置から出力されている電磁波を検出する検出手段とを備え、検出手段が第１の閾値であ
る搬送波出力抑制判断磁束密度以上のレベルの搬送波成分を検出しなかった場合、電磁波
出力部が電磁波の出力を開始し、通信装置と他の通信装置のそれぞれが電磁波を出力して
変調することによりデータを送信するアクティブモード、および、通信装置と他の通信装
置のうちの一方が電磁波を出力して変調することによりデータを送信し、他方が一方から



ことを特徴とする。
【００２２】
　本発明の

ことを特徴とする。
【００２３】
　本発明の

【００２９】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明を適用した通信システム（システムとは、複数の装置が論理的に結合した
もの物をいい、各構成の装置が同一筐体中にあるか否かは問わない）の一実施の形態の構
成例を示している。
【００３０】
図１においては、通信システムは、３つの NFC通信装置１，２，３から構成されている。 N
FC通信装置１乃至３それぞれは、他の NFC通信装置との間で、単一の周波数の搬送波を使
用した、電磁誘導による近接通信（ NFC(Near Field Communication)）を行うことができ
るようになっている。
【００３１】
ここで、 NFC通信装置１乃至３が使用する搬送波の周波数としては、例えば、 ISM(Industr
ial Scientific Medical)バンドの 13.56MHzなどを採用することができる。
【００３２】
また、近接通信とは、通信する装置どうしの距離が、数 10cm以内となって可能となる通信
を意味し、通信する装置どうし（の筐体）が接触して行う通信も含まれる。
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の電磁波を負荷変調することによりデータを送信するパッシブモードの２つの通信モード
のうちのいずれかの通信モードを決定して近接通信を開始するイニシエータとしての処理
が開始され、他の通信装置がアクティブモードの通信を開始して送信するコマンドを受信
して応答する場合、復調手段が、第１の閾値より大と設定されている第２の閾値である動
作限界搬送波磁束密度以上の搬送波成分の受信によって、送信されてくるデータを取得す
るターゲットとしての処理が行われる

通信方法は、電磁波を出力し、その電磁波、または、他の通信装置から出力さ
れた電磁波を変調することにより、データを送信し、他の通信装置から送信されてくるデ
ータを復調し、他の通信装置から出力されている電磁波を検出するステップを含み、第１
の閾値である搬送波出力抑制判断磁束密度以上のレベルの搬送波成分が検出されなかった
場合、電磁波の出力が開始され、通信装置と他の通信装置のそれぞれが電磁波を出力して
変調することによりデータを送信するアクティブモード、および、通信装置と他の通信装
置のうちの一方が電磁波を出力して変調することによりデータを送信し、他方が一方から
の電磁波を負荷変調することによりデータを送信するパッシブモードの２つの通信モード
のうちのいずれかの通信モードを決定して近接通信を開始するイニシエータとしての処理
が開始され、他の通信装置がアクティブモードの通信を開始して送信するコマンドを受信
して応答する場合、第１の閾値より大と設定されている第２の閾値である動作限界搬送波
磁束密度以上の搬送波成分の受信によって、送信されてくるデータが取得されるターゲッ
トとしての処理が行われる

通信装置および通信方法においては、電磁波が出力され、その電磁波、または
、他の通信装置から出力された電磁波を変調することにより、データが送信され、他の通
信装置から送信されてくるデータを復調し、他の通信装置から出力されている電磁波が検
出される。そして、第１の閾値である搬送波出力抑制判断磁束密度以上のレベルの搬送波
成分が検出されなかった場合、電磁波の出力が開始され、通信装置と他の通信装置のそれ
ぞれが電磁波を出力して変調することによりデータを送信するアクティブモード、および
、通信装置と他の通信装置のうちの一方が電磁波を出力して変調することによりデータを
送信し、他方が一方からの電磁波を負荷変調することによりデータを送信するパッシブモ
ードの２つの通信モードのうちのいずれかの通信モードを決定して近接通信を開始するイ
ニシエータとしての処理が開始される。一方、他の通信装置がアクティブモードの通信を
開始して送信するコマンドを受信して応答する場合、第１の閾値より大と設定されている
第２の閾値である動作限界搬送波磁束密度以上の搬送波成分の受信によって、送信されて
くるデータが取得されるターゲットとしての処理が行われる。



【００３３】
なお、図１の通信システムは、 NFC通信装置１乃至３のうちの１以上をリーダ／ライタと
するとともに、他の１以上を ICカードとする ICカードシステムとして採用することができ
ることは勿論、 NFC通信装置１乃至３それぞれを、 PDA(Personal Digital Assistant)、 PC
（ Personal Computer）、携帯電話、腕時計、ペン等の通信システムとして採用すること
も可能である。即ち、 NFC通信装置１乃至３は、近接通信を行う装置であり、 ICカードシ
ステムの ICカードやリーダ／ライタなどに限定されるものではない。
【００３４】
NFC通信装置１乃至３は、第１に、２つの通信モードによる通信が可能であることと、第
２に、複数の伝送レートによるデータ伝送が可能であることとの２つの特徴を有している
。
【００３５】
２つの通信モードとしては、パッシブモードとアクティブモードとがある。いま、 NFC通
信装置１乃至３のうちの、例えば、 NFC通信装置１と２の間の通信に注目すると、パッシ
ブモードでは、上述した従来の ICカードシステムと同様に、 NFC通信装置１と２のうちの
一方の NFC通信装置である、例えば、 NFC通信装置１は、自身が発生する電磁波（に対応す
る搬送波）を変調することにより、他方の NFC通信装置である NFC通信装置２にデータを送
信し、 NFC通信装置２は、 NFC通信装置１が発生する電磁波（に対応する搬送波）を負荷変
調することにより、 NFC通信装置１にデータを送信する。
【００３６】
一方、アクティブモードでは、 NFC通信装置１と２のいずれも、自身が発生する電磁波（
に対応する搬送波）を変調することにより、データを送信する。
【００３７】
ここで、電磁誘導による近接通信を行う場合、最初に電磁波を出力して通信を開始し、い
わば通信の主導権を握る装置を、イニシエータと呼ぶ。イニシエータは、通信相手にコマ
ンドを送信し、その通信相手は、そのコマンドに対するレスポンスを返す形で、近接通信
が行われるが、イニシエータからのコマンドに対するレスポンスを返す通信相手を、ター
ゲットと呼ぶ。
【００３８】
例えば、いま、 NFC通信装置１が電磁波の出力を開始して、 NFC通信装置２との通信を開始
したとすると、図２および図３に示すように、 NFC通信装置１がイニシエータとなり、 NFC
通信装置２がターゲットとなる。
【００３９】
そして、パッシブモードでは、図２に示すように、イニシエータである NFC通信装置１が
電磁波を出力し続け、 NFC通信装置１は、自身が出力している電磁波を変調することによ
り、ターゲットである NFC通信装置２に、データを送信するとともに、 NFC通信装置２は、
イニシエータである NFC通信装置１が出力している電磁波を負荷変調することにより、 NFC
通信装置１に、データを送信する。
【００４０】
一方、アクティブモードでは、図３に示すように、イニシエータである NFC通信装置１は
、自身がデータを送信する場合に、自身で電磁波の出力を開始し、その電磁波を変調する
ことにより、ターゲットである NFC通信装置２に、データを送信する。そして、 NFC通信装
置１は、データの送信終了後は、電磁波の出力を停止する。ターゲットである NFC通信装
置２も、自身がデータを送信する場合に、自身で電磁波の出力を開始し、その電磁波を変
調することにより、ターゲットである NFC通信装置２に、データを送信する。そして、 NFC
通信装置２は、データの送信終了後は、電磁波の出力を停止する。
【００４１】
なお、 NFC通信装置１乃至３が、複数の伝送レートによるデータ伝送が可能であるという
第２の特徴点については、後述する。
【００４２】
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また、図１では、３つの NFC通信装置１乃至３によって、通信システムが構成されている
が、通信システムを構成する NFC通信装置は、３つに限定されるものではなく、２または
４以上であっても良い。さらに、通信システムは、 NFC通信装置の他、例えば、従来の IC
カードシステムを構成する ICカードやリーダ／ライタなどを含めて構成することも可能で
ある。
【００４３】
次に、図４は、図１の NFC通信装置１の構成例を示している。なお、図１の他の NFC通信装
置２および３も、図４の NFC通信装置１と同様に構成されるため、その説明は、省略する
。
【００４４】
アンテナ１１は、閉ループのコイルを構成しており、このコイルに流れる電流が変化する
ことで、電磁波を出力する。また、アンテナ１１としてのコイルを通る磁束が変化するこ
とで、アンテナ１１に電流が流れる。
【００４５】
受信部１２は、アンテナ１１に流れる電流を受信し、同調と検波を行い、復調部１３に出
力する。復調部１３は、受信部１２から供給される信号を復調し、デコード部１４に供給
する。デコード部１４は、復調部１３から供給される信号としての、例えばマンチェスタ
符号などをデコードし、そのデコードの結果得られるデータを、データ処理部１５に供給
する。
【００４６】
データ処理部１５は、デコード部１４から供給されるデータに基づき、所定の処理を行う
。また、データ処理部１５は、他の装置に送信すべきデータを、エンコード部１６に供給
する。
【００４７】
エンコード部１６は、データ処理部１５から供給されるデータを、例えば、マンチェスタ
符号などにエンコードし、選択部１７に供給する。選択部１７は、変調部１９または負荷
変調部２０のうちのいずれか一方を選択し、その選択した方に、エンコード部１６から供
給される信号を出力する。
【００４８】
ここで、選択部１７は、制御部２１の制御にしたがって、変調部１９または負荷変調部２
０を選択する。制御部２１は、通信モードがパッシブモードであり、 NFC通信装置１がタ
ーゲットとなっている場合は、選択部１７に負荷変調部２０を選択させる。また、制御部
２１は、通信モードがアクティブモードである場合、または通信モードがパッシブモード
であり、かつ、 NFC通信装置１がイニシエータとなっている場合は、選択部１７に変調部
１９を選択させる。従って、エンコード部１６が出力する信号は、通信モードがパッシブ
モードであり、 NFC通信装置１がターゲットとなっているケースでは、選択部１７を介し
て、負荷変調部２０に供給されるが、他のケースでは、選択部１７を介して、変調部１９
に供給される。
【００４９】
電磁波出力部１８は、アンテナ１１から、所定の単一の周波数の搬送波（の電磁波）を放
射させるための電流を、アンテナ１１に流す。変調部１９は、電磁波出力部１８がアンテ
ナ１１に流す電流としての搬送波を、選択部１７から供給される信号にしたがって変調す
る。これにより、アンテナ１１からは、データ処理部１５がエンコード部１６に出力した
データにしたがって搬送波を変調した電磁波が放射される。
【００５０】
負荷変調部２０は、外部からアンテナ１１としてのコイルを見たときのインピーダンスを
、選択部１７から供給される信号にしたがって変化させる。他の装置が搬送波としての電
磁波を出力することにより、アンテナ１１の周囲に RFフィールド（磁界）が形成されてい
る場合、アンテナ１１としてのコイルを見たときのインピーダンスが変化することにより
、アンテナ１１の周囲の RFフィールドも変化する。これにより、他の装置が出力している
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電磁波としての搬送波が、選択部１７から供給される信号にしたがって変調され、データ
処理部１５がエンコード部１６に出力したデータが、電磁波を出力している他の装置に送
信される。
【００５１】
ここで、変調部１９および負荷変調部２０における変調方式としては、例えば、振幅変調
(ASK(Amplitude Shift Keying))を採用することができる。但し、変調部１９および負荷
変調部２０における変調方式は、 ASKに限定されるものではなく、 PSK(Phase Shift Keyin
g)や QAM(Quadrature Amplitude Modulation)その他を採用することが可能である。また、
振幅の変調度についても 8％から 30％、 50％、 100％等数値に限定されることはなく、好適
なものを選択すれば良い。
【００５２】
制御部２１は、 NFC通信装置１を構成する各ブロックを制御する。電源部２２は、 NFC通信
装置１を構成する各ブロックに、必要な電源を供給する。なお、図４では、制御部２１が
NFC通信装置１を構成する各ブロックを制御することを表す線の図示と、電源部２２が NFC
通信装置１を構成する各ブロックに電源を供給することを表す線の図示は、図が煩雑にな
るため、省略してある。
【００５３】
検出部２３は、受信部１２と同様に、アンテナ１１に流れる電流を受信し、その電流に基
づいて、閾値設定部２４から供給される所定の閾値以上のレベル（磁束密度）の電磁波が
アンテナ１１で受信されているかどうかを検出する。
【００５４】
閾値設定部２４は、検出部２３に検出させる電磁波のレベルの閾値を設定し、検出部２３
に供給する。なお、閾値設定部２４は、２つの閾値（後述する搬送波出力抑制判断磁束密
度 TH1と、動作限界搬送波磁束密度 TH2）を設定することができるようになっており、検出
部２３は、その２つの閾値のうちの、閾値設定部２４が設定する閾値以上のレベルの電磁
波を検出する。但し、 NFC通信装置１は、検出部２３の他に、図４において点線で示すよ
うに、さらに検出部２５を設けて構成し、検出部２３には、２つの閾値のうちの一方の閾
値以上のレベルの電磁波を検出させ、検出部２５には、他方の閾値以上のレベルの電磁波
を検出させるようにすることができる。
【００５５】
ここで、上述の場合には、デコード部１４およびエンコード部１６において、前述のタイ
プＣで採用されているマンチェスタ符号を処理するようにしたが、デコード部１４および
エンコード部１６では、マンチェスタ符号だけでなく、タイプＡで採用されているモディ
ファイドミラーや、タイプＣで採用されている NRZなどの複数種類の符号の中から１つを
選択して処理するようにすることが可能である。
【００５６】
次に、図５は、図４の復調部１３の構成例を示している。
【００５７】
図５では、復調部１３は、選択部３１、２以上であるＮ個の復調部３２ 1乃至３２ N、およ
び選択部３３から構成されている。
【００５８】
選択部３１は、制御部２１（図４）の制御にしたがい、Ｎ個の復調部３２ 1乃至３２ Nの中
から、１つの復調部３２ n（ｎ＝１，２，・・・，Ｎ）を選択し、その選択した復調部３
２ nに、受信部１２が出力する信号を供給する。
【００５９】
復調部３２ nは、第ｎの伝送レートで送信されてきた信号を復調し、選択部３３に供給す
る。ここで、復調部３２ nと復調部３２ n '（ｎ≠ｎ’）は、異なる伝送レートで送信され
てきた信号を復調する。従って、図５の復調部１３は、第１乃至第ＮのＮ通りの伝送レー
トで送信されてくる信号を復調することができるようになっている。なお、Ｎ通りの伝送
レートとしては、例えば、前述した 106kbps， 212kbpsの他、より高速な 424kbps， 848kbps

10

20

30

40

50

(8) JP 3951298 B2 2007.8.1



などを採用することができる。即ち、Ｎ通りの伝送レートには、例えば、既存の ICカード
システムなどの近接通信において既に採用されている伝送レートと、それ以外の伝送レー
トとを含めることができる。
【００６０】
選択部３３は、制御部２１の制御にしたがい、Ｎ個の復調部３２ 1乃至３２ Nの中から、１
つの復調部３２ nを選択し、その復調部３２ nで得られた復調出力を、デコード部１４に供
給する。
【００６１】
以上のように構成される復調部１３では、制御部２１（図４）は、例えば、選択部３１に
、Ｎ個の復調部３２ 1乃至３２ Nを順次選択させ、これにより、復調部３２ 1乃至３２ Nそれ
ぞれに、受信部１２から選択部３１を介して供給される信号を復調させる。そして、制御
部２１は、例えば、受信部１２から選択部３１を介して供給される信号を正常に復調する
ことができた復調部３２ nを認識し、その復調部３２ nの出力を選択するように、選択部３
３を制御する。選択部３３は、制御部２１の制御にしたがい、復調部３２ nを選択し、こ
れにより、復調部３２ nで得られた正常な復調出力が、デコード部１４に供給される。
【００６２】
従って、復調部１３では、Ｎ通りの伝送レートのうちの任意の伝送レートで伝送されてく
る信号を復調することができる。
【００６３】
なお、復調部３２ 1乃至３２ Nは、正常に復調を行うことができた場合のみ、復調出力を出
力し、正常に復調を行うことができなかった場合には、何も出力しない（例えば、ハイイ
ンピーダンスとなる）ようにすることができる。この場合、選択部３３は、復調部３２ 1

乃至３２ Nの出力すべての論理和をとって、デコード部１４に出力すれば良い。
【００６４】
次に、図６は、図４の変調部１９の構成例を示している。
【００６５】
図６では、変調部１９は、選択部４１、２以上であるＮ個の変調部４２ 1乃至４２ N、およ
び選択部４３から構成されている。
【００６６】
選択部４１は、制御部２１（図４）の制御にしたがい、Ｎ個の変調部４２ 1乃至４２ Nの中
から、１つの変調部４２ n（ｎ＝１，２，・・・，Ｎ）を選択し、その選択した変調部４
２ nに、選択部１７（図４）が出力する信号を供給する。
【００６７】
変調部４２ nは、第ｎの伝送レートでデータの送信が行われるように、選択部４３を介し
て、アンテナ１１に流れる電流としての搬送波を、選択部４１から供給される信号にした
がって変調する。ここで、変調部４２ nと変調部４２ n '（ｎ≠ｎ’）は、搬送波を、異な
る伝送レートで変調する。従って、図６の変調部１９は、第１乃至第ＮのＮ通りの伝送レ
ートでデータを送信することができるようになっている。なお、Ｎ通りの伝送レートとし
ては、例えば、図５の復調部１３が復調することができるのと同一の伝送レートを採用す
ることができる。
【００６８】
選択部４３は、制御部２１の制御にしたがい、Ｎ個の変調部４２ 1乃至４２ Nの中から、選
択部４１が選択するのと同一の変調部４２ nを選択し、その変調部４２ nと、アンテナ１１
とを電気的に接続する。
【００６９】
以上のように構成される変調部１９では、制御部２１（図４）は、例えば、選択部４１に
、Ｎ個の変調部４２ 1乃至４２ Nを順次選択させ、これにより、変調部４２ 1乃至４２ Nそれ
ぞれに、選択部４１から供給される信号にしたがい、選択部４３を介して、アンテナ１１
に流れる電流としての搬送波を変調させる。
【００７０】
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従って、変調部１９では、Ｎ通りの伝送レートのうちの任意の伝送レートでデータが送信
されるように、搬送波を変調してデータを送信することができる。
【００７１】
なお、図４の負荷変調部２０は、例えば、図６の変調部１９と同様に構成されるため、そ
の説明は、省略する。
【００７２】
以上から、 NFC通信装置１乃至３では、搬送波を、Ｎ通りの伝送レートのうちのいずれか
の伝送レートで送信されるデータの信号に変調するとともに、Ｎ通りの伝送レートのうち
のいずれかの伝送レートで送信されてくるデータの信号を復調することができる。そして
、Ｎ通りの伝送レートには、例えば、上述したように、既存の ICカードシステム（ FeliCa
方式など）などの近接通信において既に採用されている伝送レートと、それ以外の伝送レ
ートとを含めることができる。従って、 NFC通信装置１乃至３によれば、それぞれの間で
は、そのＮ通りの伝送レートのいずれの伝送レートでも、データのやりとりを行うことが
できる。さらに、 NFC通信装置１乃至３によれば、既存の ICカードシステムを構成する IC
カードやリーダ／ライタとの間でも、その ICカードやリーダ／ライタが採用している伝送
レートで、データのやりとりを行うことができる。
【００７３】
そして、その結果、 NFC通信装置１乃至３を、既存の近接通信が採用されているサービス
に導入しても、ユーザが混乱等することはなく、従って、その導入を容易に行うことがで
きる。さらに、将来登場することが予想される高速なデータレートによる近接通信が採用
されるサービスにも、既存の近接通信との共存を図りながら、 NFC通信装置１乃至３を、
容易に導入することができる。
【００７４】
また、 NFC通信装置１乃至３では、従来の近接通信で採用されていたパッシブモードの他
、自身が電磁波を出力することによってデータを送信するアクティブモードでのデータ伝
送が可能であるため、リーダ／ライタ等の他の装置を介さなくても、データのやりとりを
直接行うことができる。
【００７５】
次に、図７は、図４の復調部１３の他の構成例を示している。なお、図中、図５における
場合と対応する部分については、同一の符号を付してあり、以下では、その説明は、適宜
省略する。即ち、図７の復調部１３は、選択部３１が設けられていない他は、図５におけ
る場合と基本的に同様に構成されている。
【００７６】
即ち、図７の実施の形態では、受信部１２が出力する信号は、復調部３２ 1乃至３２ Nに、
同時に供給され、復調部３２ 1乃至３２ Nでは、受信部１２からの信号が同時に復調される
。そして、制御部２１は、例えば、受信部１２からの信号を正常に復調することができた
復調部３２ nを認識し、その復調部３２ nを出力するように、選択部３３を制御する。選択
部３３は、制御部２１の制御にしたがい、復調部３２ nを選択し、これにより、復調部３
２ nで得られた正常な復調出力が、デコード部１４に供給される。
【００７７】
なお、図７の実施の形態では、復調部３２ 1乃至３２ Nに、常に、復調動作を行わせる必要
がある。これに対して、図５の実施の形態では、復調部３２ 1乃至３２ Nのうちの、選択部
３１に選択されているものだけに復調動作を行わせ、他のものは動作を停止させておくこ
とができる。従って、装置の消費電力を節約する観点からは、図７よりも、図５の構成の
方が有利である。一方、正常な復調出力を早期に得る観点からは、図５よりも、図７の構
成の方が有利である。
【００７８】
次に、図８は、図４の復調部１３のさらに他の構成例を示している。
【００７９】
図８では、復調部１３は、可変レート復調部５１とレート検出部５２から構成されている
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。
【００８０】
可変レート復調部５１は、受信部１２から供給される信号を、レート検出部５２からの指
示に応じた伝送レートの信号として復調し、その復調結果を、デコード部１４に供給する
。レート検出部５２は、受信部１２から供給される信号の伝送レートを検出し、その伝送
レートの信号を復調するように、可変レート復調部５１に指示する。
【００８１】
以上のように構成される復調部５１では、受信部１２が出力する信号が、可変レート復調
部５１とレート検出部５２に供給される。レート検出部５２は、受信部１２から供給され
る信号の伝送レートが、例えば、第１乃至第ＮのＮ通りの伝送レートのうちのいずれであ
るかを検出し、その伝送レートの信号を復調するように、可変レート復調部５１に指示す
る。そして、可変レート復調部５１は、受信部１２から供給される信号を、レート検出部
５２からの指示に応じた伝送レートの信号として復調し、その復調結果を、デコード部１
４に供給する。
【００８２】
次に、 NFC通信装置１乃至３は、いずれも、最初に電磁波を出力して通信を開始するイニ
シエータになり得る。さらに、アクティブモードでは、 NFC通信装置１乃至３は、イニシ
エータとなる場合でも、ターゲットとなる場合でも、自身で電磁波を出力する。
【００８３】
従って、 NFC通信装置１乃至３が近接している状態で、そのうちの２以上が同時に電磁波
を出力した場合には、コリジョン (collision)が生じ、通信を行うことができなくなる。
【００８４】
そこで、 NFC通信装置１乃至３それぞれは、他の装置からの電磁波（による RFフィールド
）が存在するかどうかを検出し、存在しない場合にのみ、電磁波の出力を開始し、これに
より、コリジョンを防止するようになっている。ここで、このように、他の装置からの電
磁波が存在するかどうかを検出し、存在しない場合にのみ、電磁波の出力を開始する処理
を、コリジョンを防止するという目的から、 RFCA(RF Collision Avoidance)処理という。
【００８５】
RFCA処理には、イニシエータとなろうとする NFC通信装置（図１では、 NFC通信装置１乃至
３のうちの１以上）が最初に行う初期 RFCA処理と、アクティブモードでの通信中において
、電磁波の出力を開始する NFC通信装置が、その開始をしようとするごとに行うレスポン
ス RFCA処理との２つがある。初期 RFCA処理であっても、レスポンス RFCA処理であっても、
電磁波の出力を開始する前に、他の装置による電磁波が存在するかどうかを検出し、存在
しない場合にのみ、電磁波の出力を開始するという点は同一である。但し、初期 RFCA処理
とレスポンス RFCA処理とでは、他の装置による電磁波の存在が検出されなくなってから、
電磁波の出力を開始しなければならないタイミングまでの時間等が異なる。
【００８６】
そこで、まず図９を参照して、初期 RFCA処理について説明する。
【００８７】
図９は、初期 RFCA処理によって出力が開始される電磁波を示している。なお、図９におい
て（後述する図１０も同様）、横軸は時間を表し、縦軸は、 NFC通信装置が出力する電磁
波のレベルを表す。
【００８８】
イニシエータとなろうとする NFC通信装置は、常時、他の装置による電磁波の検出を行っ
ており、他の装置による電磁波が、時間Ｔ I D T＋ｎ×Ｔ R F Wだけ連続して検出されなかった
場合、電磁波の出力を開始し、その出力から時間Ｔ I R F Gだけ経過した後に、データ（コマ
ンドを含む）の送信 (Send Request)を開始する。
【００８９】
ここで、時間Ｔ I D T＋ｎ×Ｔ R F WにおけるＴ I D Tは、初期遅延時間と呼ばれ、搬送波の周波
数をｆ cで表すこととすると、例えば、４０９６／ｆ cより大の値が採用される。ｎは、例
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えば、０以上３以下の整数で、乱数を用いて生成される。Ｔ R F Wは、 RF待ち時間と呼ばれ
、例えば、５１２／ｆ cが採用される。時間Ｔ I R F Gは、初期ガードタイムと呼ばれ、例え
ば、５ msより大の値が採用される。
【００９０】
なお、電磁波が検出されてはならない時間Ｔ I D T＋ｎ×Ｔ R F Wに、乱数であるｎを採用する
ことにより、複数の NFC通信装置が同一のタイミングで、電磁波の出力を開始してしまう
可能性の低減が図られている。
【００９１】
NFC通信装置が、初期 RFCA処理によって、電磁波の出力を開始した場合、その NFC通信装置
は、イニシエータとなるが、その際、通信モードとして、アクティブモードが設定された
ときには、イニシエータとなった NFC通信装置は、自身のデータの送信を終了した後、電
磁波の出力を停止する。一方、通信モードとして、パッシブモードが設定されたときには
、イニシエータとなった NFC通信装置は、ターゲットとの通信が完全に完了するまで、初
期 RFCA処理によって開始した電磁波の出力を、そのまま続行する。
【００９２】
次に、図１０は、レスポンス RFCA処理によって出力が開始される電磁波を示している。
【００９３】
アクティブモードにおいて電磁波を出力しようとする NFC通信装置は、他の装置による電
磁波の検出を行い、他の装置による電磁波が、時間Ｔ A D T＋ｎ×Ｔ R F Wだけ連続して検出さ
れなかった場合、電磁波の出力を開始し、その出力から時間Ｔ A R F Gだけ経過した後に、デ
ータの送信 (Send Responsese)を開始する。
【００９４】
ここで、時間Ｔ A D T＋ｎ×Ｔ R F WにおけるｎとＴ R F Wは、図９の初期 RFCA処理における場合
と同一のものである。また、時間Ｔ A D T＋ｎ×Ｔ R F WにおけるＴ A D Tは、アクティブディレ
イタイムと呼ばれ、例えば、７６８／ｆ c以上２５５９／ｆ c以下の値が採用される。時間
Ｔ A R F Gは、アクティブガードタイムと呼ばれ、例えば、１０２４／ｆ cより大の値が採用
される。
【００９５】
図９と図１０から明らかなように、初期 RFCA処理によって電磁波の出力を開始するには、
少なくとも初期遅延時間Ｔ I D Tの間、電磁波が存在してはならず、レスポンス RFCA処理に
よって電磁波の出力を開始するには、少なくともアクティブディレイタイムＴ A D Tの間、
電磁波が存在してはならない。
【００９６】
そして、初期遅延時間Ｔ I D Tは、４０９６／ｆ cより大の値であるのに対して、アクティブ
ディレイタイムＴ A D Tは、７６８／ｆ c以上２５５９／ｆ c以下の値であることから、 NFC通
信装置がイニシエータになろうとする場合には、アクティブモードでの通信中において電
磁波を出力しようとする場合よりも、電磁波が存在しない状態が長時間必要である。逆に
言えば、 NFC通信装置がアクティブモードでの通信中において電磁波を出力しようとする
場合には、イニシエータになろうとする場合よりも、電磁波が存在しない状態になってか
ら、それほど間をおかずに、電磁波を出力しなければならない。これは、次のような理由
による。
【００９７】
即ち、 NFC通信装置がアクティブモードで通信を行う場合、一方の NFC通信装置は、自身で
電磁波を出力してデータを送信し、その後、電磁波の出力を停止する。そして、他方の NF
C通信装置が電磁波の出力を開始し、データを送信する。従って、アクティブモードの通
信では、いずれの NFC通信装置も、電磁波の出力を停止していることがある。このため、 N
FC通信装置がイニシエータになろうとする場合には、その NFC通信装置の周囲でアクティ
ブモードの通信が行われていないことを確認するために、イニシエータになろうとしてい
る NFC通信装置の周囲で、他の装置が電磁波を出力していないことを、十分な時間確認す
る必要がある。
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【００９８】
これに対して、アクティブモードでは、上述したように、イニシエータが電磁波を出力す
ることにより、ターゲットにデータを送信する。そして、ターゲットは、イニシエータが
電磁波の出力を停止してから、電磁波の出力を開始することにより、イニシエータにデー
タを送信する。その後、イニシエータは、ターゲットが電磁波の出力を停止してから、電
磁波の出力を開始することにより、イニシエータにデータを送信し、以下、同様にして、
イニシエータとターゲットの間でデータがやりとりされる。
【００９９】
従って、アクティブモードの通信を行っているイニシエータとターゲットの周囲に、イニ
シエータとなろうとする NFC通信装置が存在する場合に、アクティブモードの通信を行っ
ているイニシエータとターゲットのうちの一方が電磁波の出力を停止してから、他方が電
磁波の出力を開始するまでの時間が長いと、その間は電磁波が存在しないため、イニシエ
ータとなろうとする NFC通信装置が、初期 RFCA処理によって電磁波の出力を開始する。こ
の場合、先に行われていたアクティブモードの通信が妨げられることになる。
【０１００】
このため、アクティブモードの通信中に行われるレスポンス RFCA処理では、電磁波が存在
しない状態になってから、それほど間をおかずに、電磁波を出力しなければならないよう
にしている。
【０１０１】
次に、イニシエータになろうとする NFC通信装置は、図９で説明したように、初期 RFCA処
理によって電磁波の出力を開始し、その後、データの送信を行う。イニシエータになろう
とする NFC通信装置は、電磁波の出力を開始することで、イニシエータとなり、そのイニ
シエータに近接する位置に存在する NFC通信装置はターゲットとなるが、イニシエータが
、ターゲットとデータのやりとりをするには、そのデータをやりとりするターゲットを特
定しなければならない。このため、イニシエータは、初期 RFCA処理によって電磁波の出力
を開始した後に、そのイニシエータに近接する位置に存在する１以上のターゲットに対し
て、各ターゲットを特定する情報としての NFCID(NFC Identification)を要求する。そし
て、イニシエータに近接する位置に存在するターゲットは、イニシエータからの要求に応
じて、自身を特定する NFCIDを、イニシエータに送信する。
【０１０２】
イニシエータは、以上のようにしてターゲットから送信されてくる NFCIDによってターゲ
ットを特定し、その特定したターゲットとの間で、データのやりとりを行うが、イニシエ
ータが、その周囲（近接する位置）に存在するターゲットを、その NFCIDによって特定す
る処理は、 SDD(Single Device Detection)処理と呼ばれる。
【０１０３】
ここで、 SDD処理において、イニシエータは、ターゲットの NFCIDを要求するが、この要求
は、イニシエータが、ポーリングリクエストフレームと呼ばれるフレームを送信すること
によって行われる。ターゲットは、ポーリングリクエストフレームを受信すると、例えば
、自身の NFCIDを乱数によって決定し、その NFCIDを配置したポーリングレスポンスフレー
ムと呼ばれるフレームを送信する。イニシエータは、ターゲットから送信されてくるポー
リングレスポンスフレームを受信することで、ターゲットの NFCIDを認識する。
【０１０４】
ところで、イニシエータが、その周囲のターゲットに対して、その NFCIDを要求した場合
、イニシエータの周囲に、複数のターゲットが存在するときには、その複数のターゲット
の２以上から、同時に、 NFCIDが送信されてくることがあり得る。この場合、その２以上
のターゲットから送信されてくる NFCIDがコリジョンし、イニシエータは、そのコリジョ
ンした NFCIDを認識することができない。
【０１０５】
そこで、 SDD処理は、 NFCIDのコリジョンをなるべく避けるために、例えば、タイムスロッ
トを用いた方法で行われる。

10

20

30

40

50

(13) JP 3951298 B2 2007.8.1



【０１０６】
即ち、図１１は、タイムスロットを用いた方法により行われる SDD処理のシーケンスを示
している。なお、図１１では、イニシエータの周囲に、５つのターゲット＃１，＃２，＃
３，＃４，＃５が存在するものとしてある。
【０１０７】
SDD処理では、イニシエータがポーリングリクエストフレームを送信するが、その送信の
完了後、所定の時間Ｔ dだけおいて、所定の時間Ｔ sの幅のタイムスロットが設けられる。
なお、時間Ｔ dは、例えば、５１２×６４／ｆ cとされ、タイムスロットの幅としての時間
Ｔ sは、例えば、２５６×６４／ｆ cとされる。また、タイムスロットは、例えば、時間的
に最も先行するものから、０からのシーケンシャルな番号（整数）が付されることによっ
て特定される。
【０１０８】
ここで、図１１では、タイムスロット＃０，＃１，＃２，＃３の４つを示してあるが、タ
イムスロットは、例えば、１６まで設けることが可能である。あるポーリングリクエスト
フレームに対して設けられるタイムスロットの数 TSNは、イニシエータが指定し、ポーリ
ングリクエストフレームに含められて、ターゲットに送信される。
【０１０９】
ターゲットは、イニシエータから送信されてくるポーリングリクエストフレームを受信し
、そのポーリングリクエストフレームに配置されているタイムスロットの数 TSNを認識す
る。さらに、ターゲットは、０以上 TSN－１の範囲の整数Ｒを、乱数により生成し、その
整数Ｒによって特定されるタイムスロット＃Ｒのタイミングで、自身の NFCIDを配置した
ポーリングレスポンスフレームを送信する。
【０１１０】
以上のように、ターゲットは、ポーリングレスポンスフレームを送信するタイミングとし
てのタイムスロットを、乱数により決定するので、複数のターゲットがポーリングレスポ
ンスフレームを送信するタイミングがばらつくこととなり、これにより、複数のターゲッ
トが送信するポーリングレスポンスフレームどうしのコリジョンをなるべく避けることが
できる。
【０１１１】
なお、ターゲットにおいて、ポーリングレスポンスフレームを送信するタイミングとして
のタイムスロットを、乱数により決定しても、複数のターゲットがポーリングレスポンス
フレームを送信するタイムスロットが一致し、これにより、ポーリングレスポンスフレー
ムのコリジョンが生じる場合がある。図１１の実施の形態では、タイムスロット＃０にお
いて、ターゲット＃４のポーリングレスポンスフレームが、タイムスロット＃１において
、ターゲット＃１と＃３のポーリングレスポンスフレームが、タイムスロット＃２におい
て、ターゲット＃５のポーリングレスポンスフレームが、タイムスロット＃３において、
ターゲット＃２のポーリングレスポンスフレームが、それぞれ送信されており、ターゲッ
ト＃１と＃３のポーリングレスポンスフレームがコリジョンを生じている。
【０１１２】
この場合、イニシエータは、コリジョンを生じているターゲット＃１と＃３のポーリング
レスポンスフレームを正常に受信することができない。そのため、イニシエータは、再度
、ポーリングリクエストフレームを送信し、これにより、ターゲット＃１と＃３に対して
、それぞれの NFCIDが配置されたポーリングレスポンスフレームの送信を要求する。以下
、イニシエータにおいて、その周囲にあるターゲット＃１乃至＃５すべての NFCIDを認識
することができるまで、イニシエータによるポーリングリクエストフレームの送信と、タ
ーゲットによるポーリングレスポンスフレームの送信とが繰り返し行われる。
【０１１３】
なお、イニシエータが、ポーリングリクエストフレームを再度送信した場合に、すべての
ターゲット＃１乃至＃５が、ポーリングレスポンスフレームを返すこととすると、再び、
ポーリングレスポンスフレームどうしがコリジョンを起こす可能性がある。そこで、ター
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ゲットにおいては、イニシエータからポーリングリクエストフレームを受信した後、それ
ほど時間をおかずに、ポーリングリクエストフレームを再度受信した場合には、例えば、
そのポーリングリクエストを無視するようにすることができる。但し、この場合、図１１
の実施の形態では、最初に送信されたポーリングリクエストフレームに対して、ポーリン
グレスポンスのコリジョンを生じているターゲット＃１と＃３については、イニシエータ
は、そのターゲット＃１と＃３の NFCIDを認識することができないので、ターゲット＃１
または＃３との間でのデータのやりとりは、できないことになる。
【０１１４】
そこで、イニシエータが、ポーリングレスポンスフレームを正常に受信し、その NFCIDを
認識することができたターゲット＃２，＃４，＃５については、後述するように、通信対
象から一時的にはずし、これにより、ポーリングリクエストフレームに対する応答として
のポーリングレスポンスフレームを返さないようにすることができる。この場合、イニシ
エータが送信する再度のポーリングリクエストフレームに対して、ポーリングレスポンス
フレームを返してくるのは、最初のポーリングリクエストフレームの送信によって NFCID
を認識することができなかったターゲット＃１と＃３だけとなる。従って、この場合、ポ
ーリングレスポンスフレームどうしがコリジョンを起こす可能性を小さくしながら、ター
ゲット＃１乃至＃５すべての NFCIDを認識することが可能となる。
【０１１５】
また、ここでは、ターゲットは、上述したように、ポーリングリクエストフレームを受信
すると、自身の NFCIDを、乱数によって決定（生成）する。このため、異なるターゲット
から、同一の NFCIDがポーリングレスポンスフレームに配置されて、イニシエータに送信
されてくる場合があり得る。イニシエータにおいて、異なるタイムスロットにおいて、同
一の NFCIDが配置されたポーリングレスポンスフレームが受信された場合、イニシエータ
には、例えば、ポーリングレスポンスフレームどうしがコリジョンを起こした場合と同様
に、ポーリングリクエストフレームを再度送信させることができる。
【０１１６】
ここで、上述したように、 NFC通信装置は、既存の ICカードシステムを構成する ICカード
やリーダ／ライタとの間でも、その ICカードやリーダ／ライタが採用している伝送レート
で、データのやりとりを行うことができる。いま、ターゲットが、例えば、既存の ICカー
ドシステムの ICカードである場合、 SDD処理は、例えば、次のようにして行われる。
【０１１７】
即ち、イニシエータは、初期 RFCA処理により、電磁波の出力を開始し、ターゲットである
ICカードは、その電磁波から電源を得て、処理を開始する。つまり、いまの場合、ターゲ
ットは、既存の ICカードシステムの ICカードであるから、動作するための電源を、イニシ
エータが出力する電磁波から生成する。
【０１１８】
ターゲットは、電源を得て、動作可能な状態になってから、例えば、最長でも２秒以内に
、ポーリングリクエストフレームを受信する準備を行い、イニシエータからポーリングリ
クエストフレームが送信されてくるのを待つ。
【０１１９】
一方、イニシエータは、ターゲットにおいてポーリングリクエストフレームを受信する準
備が整ったかどうかに関係なく、ポーリングリクエストフレームを送信することができる
。
【０１２０】
ターゲットは、イニシエータからのポーリングリクエストフレームを受信した場合、上述
したように、所定のタイムスロットのタイミングで、ポーリングレスポンスフレームを、
イニシエータに送信する。イニシエータは、ターゲットからのポーリングレスポンスフレ
ームを正常受信することができた場合、上述したように、そのターゲットの NFCIDを認識
する。一方、イニシエータは、ターゲットからのポーリングレスポンスフレームを正常受
信することができなかった場合、ポーリングリクエストフレームを、再度送信することが
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できる。
【０１２１】
なお、いまの場合、ターゲットは、既存の ICカードシステムの ICカードであるから、動作
するための電源を、イニシエータが出力する電磁波から生成する。このため、イニシエー
タは、初期 RFCA処理によって開始した電磁波の出力を、ターゲットとの通信が完全に終了
するまで続行する。
【０１２２】
次に、 NFC通信装置では、イニシエータがターゲットにコマンドを送信し、ターゲットが
、イニシエータからのコマンドに対するレスポンスを送信する（返す）ことで、通信が行
われる。
【０１２３】
そこで、図１２は、イニシエータがターゲットに送信するコマンドと、ターゲットがイニ
シエータに送信するレスポンスとを示している。
【０１２４】
図１２において、アンダーバー (_)の後に REQの文字が記述されているものは、コマンドを
表し、アンダーバー (_)の後に RESの文字が記述されているものは、レスポンスを表す。図
１２の実施の形態では、コマンドとして、 ATR_REQ， WUP_REQ， PSL_REQ， DEP_REQ， DSL_RE
Q， RLS_REQの６種類が用意されており、コマンドに対するレスポンスとしても、コマンド
と同様に、 ATR_RES， WUP_RES， PSL_RES， DEP_RES， DSL_RES， RLS_RESの６種類が用意され
ている。上述したように、イニシエータは、コマンド（リクエスト）をターゲットに送信
し、ターゲットは、そのコマンドに対応するレスポンスをイニシエータに送信するので、
コマンドは、イニシエータによって送信され、レスポンスは、ターゲットによって送信さ
れる。
【０１２５】
コマンド ATR_REQは、イニシエータが、ターゲットに対して、自身の属性（仕様）を知ら
せるとともに、ターゲットの属性を要求するときに、ターゲットに送信される。ここで、
イニシエータまたはターゲットの属性としては、そのイニシエータまたはターゲットが送
受信することのできるデータの伝送レートなどがある。なお、コマンド ATR_REQには、イ
ニシエータの属性の他、そのイニシエータを特定する NFCIDなどが配置され、ターゲット
は、コマンド ATR_REQを受信することにより、イニシエータの属性と NFCIDを認識する。
【０１２６】
レスポンス ATR_REQは、ターゲットが、コマンド ATR_REQを受信した場合に、そのコマンド
ATR_REQに対する応答として、イニシエータに送信される。レスポンス ATR_REQには、ター
ゲットの属性や NFCIDなどが配置される。
【０１２７】
なお、コマンド ATR_REQやレスポンス ATR_REQに配置される属性としての伝送レートの情報
には、イニシエータやターゲットが送受信することのできるデータの伝送レートすべてを
含めることができる。この場合、イニシエータとターゲットとの間で、コマンド ATR_REQ
とレスポンス ATR_REQのやりとりが１度行われるだけで、イニシエータは、ターゲットが
送受信可能な伝送レートを認識することができ、ターゲットも、イニシエータが送受信可
能な伝送レートを認識することができる。
【０１２８】
コマンド WUP_REQは、イニシエータが、通信するターゲットを選択するときに送信される
。即ち、後述するコマンド DSL_REQを、イニシエータからターゲットに送信することによ
り、ターゲットを、ディセレクト (deselect)状態（イニシエータへのデータの送信（レス
ポンス）を禁止した状態）とすることができるが、コマンド WUP_REQは、そのディセレク
ト状態を解いて、ターゲットを、イニシエータへのデータの送信を可能にする状態とする
場合に送信される。なお、コマンド WUP_REQには、ディセレクト状態を解くターゲットの N
FCIDが配置され、コマンド WUP_REQを受信したターゲットのうち、そのコマンド WUP_REQに
配置されている NFCIDによって特定されるターゲットが、ディセレクト状態を解く。
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【０１２９】
レスポンス WUP_RESは、コマンド WUP_REQを受信したターゲットのうち、そのコマンド WUP_
REQに配置されている NFCIDによって特定されるターゲットが、ディセレクト状態を解いた
場合にコマンド WUP_REQに対する応答として送信される。
【０１３０】
コマンド PSL_REQは、イニシエータが、ターゲットとの通信に関する通信パラメータを変
更するときに送信される。ここで、通信パラメータとしては、例えば、イニシエータとタ
ーゲットとの間でやりとりするデータの伝送レートなどがある。
【０１３１】
コマンド PSL_REQには、変更後の通信パラメータの値が配置され、イニシエータからター
ゲットに送信される。ターゲットは、コマンド PSL_REQを受信し、そこに配置されている
通信パラメータの値にしたがって、通信パラメータを変更する。さらに、ターゲットは、
コマンド PSL_REQに対するレスポンス PSL_RESを送信する。
【０１３２】
コマンド DEP_REQは、イニシエータが、データ（いわゆる実データ）の送受信（ターゲッ
トとの間のデータ交換）を行うときに送信され、そこには、ターゲットに送信すべきデー
タが配置される。レスポンス DEP_RESは、ターゲットが、コマンド DEP_REQに対する応答と
して送信し、そこには、イニシエータに送信すべきデータが配置される。従って、コマン
ド DEP_REQによって、イニシエータからターゲットにデータが送信され、そのコマンド DEP
_REQに対するレスポンス DEP_RESによって、ターゲットからイニシエータにデータが送信
される。
【０１３３】
コマンド DSL_REQは、イニシエータが、ターゲットをディセレクト状態とするときに送信
される。コマンド DSL_REQを受信したターゲットは、そのコマンド DSL_REQに対するレスポ
ンス DSL_RESを送信してディセレクト状態となり、以後、コマンド WUP_REQ以外のコマンド
には反応しなくなる（レスポンスを返さなくなる）。
【０１３４】
コマンド RLS_REQは、イニシエータが、ターゲットとの通信を完全に終了するときに送信
される。コマンド RLS_REQを受信したターゲットは、そのコマンド RLS_REQに対するレスポ
ンス RLS_RESを送信し、イニシエータとの通信を完全に終了する。
【０１３５】
ここで、コマンド DSL_REQと RLS_REQは、いずれも、ターゲットを、イニシエータとの通信
の対象から解放する点で共通する。しかしながら、コマンド DSL_REQによって解放された
ターゲットは、コマンド WUP_REQによって、再び、イニシエータと通信可能な状態となる
が、コマンド RLS_REQによって解放されたターゲットは、イニシエータとの間で、上述し
たポーリングリクエストフレームとポーリングレスポンスフレームのやりとりが行われな
いと、イニシエータと通信可能な状態とならない。かかる点で、コマンド DSL_REQと RLS_R
EQは、異なる。
【０１３６】
なお、コマンドとレスポンスのやりとりは、例えば、トランスポート層で行うことができ
る。
【０１３７】
次に、図１３のフローチャートを参照して、 NFC通信装置の通信処理について説明する。
【０１３８】
NFC通信装置は、通信を開始する場合、まず最初に、ステップＳ１において、他の装置に
よる電磁波を検出したかどうかを判定する。
【０１３９】
ここで、 NFC通信装置（図４）では、制御部２１が、検出部２３での電磁波（ NFC通信装置
で用いられる電磁波と周波数帯域などが同様の電磁波）の検出結果を監視しており、ステ
ップＳ１では、その検出結果に基づき、他の装置による電磁波を検出したかどうかが判定

10

20

30

40

50

(17) JP 3951298 B2 2007.8.1



される。即ち、この場合、図４の閾値設定部２４は、後述する図２４乃至図２６で説明す
る搬送波出力抑制判断磁束密度 TH1を閾値として設定し、検出部２３に供給する。そして
、検出部２３は、閾値設定部２４から供給される閾値としての搬送波出力抑制判断磁束密
度 TH1以上のレベルを検出する。
【０１４０】
ステップＳ１において、他の装置による電磁波が検出されなかったと判定された場合、ス
テップＳ２に進み、 NFC通信装置は、その通信モードを、パッシブモードまたはアクティ
ブモードに設定し、後述するパッシブモードのイニシエータの処理またはアクティブモー
ドのイニシエータの処理を行う。そして、 NFC通信装置は、その処理の終了後、ステップ
Ｓ１に戻り、以下、同様の処理を繰り返す。
【０１４１】
ここで、ステップＳ２においては、 NFC通信装置の通信モードは、上述したように、パッ
シブモードまたはアクティブモードのうちのいずれに設定してもかまわない。但し、ター
ゲットが、既存の ICカードシステムの ICカードなどのパッシブモードのターゲットにしか
なり得ない場合は、ステップＳ２では、 NFC通信装置は、その通信モードを、パッシブモ
ードに設定し、パッシブモードのイニシエータの処理を行う必要がある。
【０１４２】
一方、ステップＳ１において、他の装置による電磁波が検出されたと判定された場合、即
ち、 NFC通信装置の周辺で、他の装置による電磁波が検出された場合、ステップＳ３に進
み、 NFC通信装置は、ステップＳ１で検出された電磁波が検出され続けているかどうかを
判定する。
【０１４３】
ステップＳ３において、電磁波が検出され続けていると判定された場合、ステップＳ４に
進み、 NFC通信装置は、その通信モードを、パッシブモードに設定し、後述するパッシブ
モードのターゲットの処理を行う。即ち、電磁波が検出され続けている場合というのは、
例えば、 NFC通信装置に近接する他の装置が、パッシブモードのイニシエータとなって、
初期 RFCA処理によって出力を開始した電磁波を出力し続けているケースであり、 NFC通信
装置は、パッシブモードのターゲットとなって処理を行う。そして、その処理の終了後は
、ステップＳ１に戻り、以下、同様の処理が繰り返される。
【０１４４】
また、ステップＳ３において、電磁波が検出され続けていないと判定された場合、ステッ
プＳ５に進み、 NFC通信装置は、その通信モードを、アクティブモードに設定し、後述す
るアクティブモードのターゲットの処理を行う。即ち、電磁波が検出され続けていない場
合というのは、例えば、 NFC通信装置に近接する他の装置が、アクティブモードのイニシ
エータとなって、初期 RFCA処理によって電磁波の出力を開始し、その後、その電磁波の出
力を停止したケースであるから、 NFC通信装置は、アクティブモードのターゲットとなっ
て処理を行う。そして、その処理の終了後は、ステップＳ１に戻り、以下、同様の処理が
繰り返される。
【０１４５】
次に、図１４のフローチャートを参照して、 NFC通信装置によるパッシブモードのイニシ
エータの処理について説明する。
【０１４６】
パッシブモードのイニシエータの処理では、まず最初に、ステップＳ１１において、 NFC
通信装置は、電磁波の出力を開始する。なお、このパッシブモードのイニシエータの処理
におけるステップＳ１１は、上述の図１３のステップＳ１において、電磁波が検出されな
かった場合に行われる。即ち、 NFC通信装置は、図１３のステップＳ１において、電磁波
が検出されなかった場合に、ステップＳ１１において、電磁波の出力を開始する。従って
、ステップＳ１およびＳ１１の処理が、上述の初期 RFCA処理に相当する。
【０１４７】
その後、ステップＳ１２に進み、 NFC通信装置は、伝送レートを表す変数ｎを、初期値と
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しての、例えば、１にセットし、ステップＳ１３に進む。ステップＳ１３では、 NFC通信
装置は、第ｎの伝送レート（以下、適宜、第ｎレートともいう）で、ポーリングリクエス
トフレームを送信し、ステップＳ１４に進む。ステップＳ１４では、 NFC通信装置は、他
の装置から、第ｎレートで、ポーリングレスポンスフレームが送信されてきたかどうかを
判定する。
【０１４８】
ステップＳ１４において、他の装置から、ポーリングレスポンスフレームが送信されてき
ていないと判定された場合、即ち、例えば、 NFC通信装置に近接する他の装置が、第ｎレ
ートでの通信を行うことができず、第ｎレートで送信したポーリングリクエストフレーム
に対するポーリングレスポンスフレームが返ってこない場合、ステップＳ１５乃至Ｓ１７
をスキップして、ステップＳ１８に進む。
【０１４９】
また、ステップＳ１４において、他の装置から、第ｎレートで、ポーリングレスポンスフ
レームが送信されてきたと判定された場合、即ち、例えば、 NFC通信装置に近接する他の
装置が、第ｎレートでの通信を行うことができ、第ｎレートで送信したポーリングリクエ
ストフレームに対するポーリングレスポンスフレームが返ってきた場合、ステップＳ１５
に進み、 NFC通信装置は、そのポーリングレスポンスフレームを返してきた他の装置をパ
ッシブモードのターゲットとして、そのターゲットの NFCIDを、ポーリングレスポンスフ
レームに配置されている NFCIDによって認識するとともに、そのターゲットが第ｎレート
で通信可能であることを認識する。
【０１５０】
ここで、 NFC通信装置は、ステップＳ１５において、パッシブモードのターゲットの NFCID
と、そのターゲットが第ｎレートで通信可能であることを認識すると、そのターゲットと
の間の伝送レートを、第ｎレートに（一時的に）決定し、そのターゲットとは、コマンド
PSL_REQによって伝送レートが変更されない限り、第ｎレートで通信を行う。
【０１５１】
その後、ステップＳ１６に進み、 NFC通信装置は、ステップＳ１５で認識した NFCIDのター
ゲット（パッシブモードのターゲット）に、コマンド DSL_REQを、第ｎレートで送信し、
これにより、そのターゲットが、以後送信されるポーリングリクエストフレームに応答し
ないように、ディセレクト状態にして、ステップＳ１７に進む。
【０１５２】
ステップＳ１７では、 NFC通信装置は、ステップＳ１６で送信したコマンド DSL_REQに対し
て、そのコマンド DSL_REQによりディセレクト状態とされるターゲットが返してくるレス
ポンス DSL_RESを受信し、ステップＳ１８に進む。
【０１５３】
ステップＳ１８では、 NFC通信装置は、ステップＳ１３でポーリングリクエストフレーム
を、第ｎレートで送信してから、所定の時間が経過したかどうかを判定する。ここで、ス
テップＳ１８における所定の時間は、０以上の時間とすることができる。
【０１５４】
ステップＳ１８において、ステップＳ１３でポーリングリクエストフレームを、第ｎレー
トで送信してから、まだ、所定の時間が経過していないと判定された場合、ステップＳ１
３に戻り、以下、ステップＳ１３乃至Ｓ１８の処理が繰り返される。
【０１５５】
ここで、ステップＳ１３乃至Ｓ１８の処理が繰り返されることにより、 NFC通信装置は、
図１１で説明したように、異なるタイムスロットのタイミングで送信されてくるポーリン
グレスポンスフレームを受信することができる。
【０１５６】
一方、ステップＳ１８において、ステップＳ１３でポーリングリクエストフレームを、第
ｎレートで送信してから、所定の時間が経過したと判定された場合、ステップＳ１９に進
み、 NFC通信装置は、変数ｎが、その最大値であるＮに等しいかどうかを判定する。ステ
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ップＳ１９において、変数ｎが、最大値Ｎに等しくないと判定された場合、即ち、変数ｎ
が最大値Ｎ未満である場合、ステップＳ２０に進み、 NFC通信装置は、変数ｎを１だけイ
ンクリメントして、ステップＳ１３に戻り、以下、ステップＳ１３乃至Ｓ２０の処理が繰
り返される。
【０１５７】
ここで、ステップＳ１３乃至Ｓ２０の処理が繰り返されることにより、 NFC通信装置は、
Ｎ通りの伝送レートで、ポーリングリクエストフレームを送信するとともに、各伝送レー
トで返ってくるポーリングレスポンスフレームを受信する。
【０１５８】
一方、ステップＳ１９において、変数ｎが、最大値Ｎに等しいと判定された場合、即ち、
NFC通信装置が、Ｎ通りのＮ通りの伝送レートで、ポーリングリクエストフレームを送信
するとともに、各伝送レートで返ってくるポーリングレスポンスフレームを受信した場合
、ステップＳ２１に進み、 NFC通信装置は、パッシブモードのイニシエータとして、その
通信処理（パッシブモードのイニシエータの通信処理）を行う。ここで、パッシブモード
のイニシエータの通信処理については、後述する。
【０１５９】
そして、パッシブモードのイニシエータの通信処理が終了すると、 NFC通信装置は、ステ
ップＳ２１からＳ２２に進み、ステップＳ１１で出力を開始した電磁波の出力を停止し、
処理を終了する。
【０１６０】
次に、図１５のフローチャートを参照して、 NFC通信装置によるパッシブモードのターゲ
ットの処理について説明する。
【０１６１】
パッシブモードのターゲットの処理では、まず最初に、ステップＳ３１において、 NFC通
信装置は、伝送レートを表す変数ｎを、初期値としての、例えば、１にセットし、ステッ
プＳ３２に進む。ステップＳ３２では、 NFC通信装置は、パッシブモードのイニシエータ
となっている他の装置から、第ｎレートで、ポーリングリクエストフレームが送信されて
きたかどうかを判定する。
【０１６２】
ステップＳ３２において、パッシブモードのイニシエータから、ポーリングリクエストフ
レームが送信されてきていないと判定された場合、即ち、例えば、 NFC通信装置に近接す
る他の装置が、第ｎレートでの通信を行うことができず、第ｎレートでポーリングリクエ
ストフレームを送信することができない場合、ステップＳ３３に進み、 NFC通信装置は、
変数ｎが、その最大値であるＮに等しいかどうかを判定する。ステップＳ３３において、
変数ｎが、最大値Ｎに等しくないと判定された場合、即ち、変数ｎが最大値Ｎ未満である
場合、ステップＳ３４に進み、 NFC通信装置は、変数ｎを１だけインクリメントして、ス
テップＳ３２に戻り、以下、ステップＳ３２乃至Ｓ３４の処理が繰り返される。
【０１６３】
また、ステップＳ３３において、変数ｎが、最大値Ｎに等しいと判定された場合、ステッ
プＳ３１に戻り、以下、ステップＳ３１乃至Ｓ３４の処理が繰り返される。即ち、ここで
は、パッシブモードのイニシエータから、Ｎ通りの伝送レートのうちのいずれかで送信さ
れてくるポーリングリクエストフレームを受信することができるまで、ステップＳ３１乃
至Ｓ３４の処理が繰り返される。
【０１６４】
そして、ステップＳ３２において、パッシブモードのイニシエータから、ポーリングリク
エストフレームが送信されてきたと判定された場合、即ち、 NFC通信装置が、第ｎレート
のポーリングリクエストフレームを正常受信した場合、ステップＳ３５に進み、 NFC通信
装置は、イニシエータの間の伝送レートを第ｎレートに決定するとともに、乱数によって
、自身の NFCIDを生成し、ステップＳ３６に進む。ステップＳ３６では、 NFC通信装置は、
自身の NFCIDを配置したポーリングレスポンスフレームを、第ｎレートで送信し、ステッ
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プＳ３７に進む。
【０１６５】
ここで、 NFC通信装置は、ステップＳ３６でポーリングレスポンスフレームを、第ｎレー
トで送信した後は、パッシブモードのイニシエータからコマンド PSL_REQが送信されてく
ることによって伝送レートの変更が指示されない限り、第ｎレートで通信を行う。
【０１６６】
ステップＳ３７では、 NFC通信装置は、パッシブモードのイニシエータから、コマンド DSL
_REQが送信されてきたかどうかを判定し、送信されてきていないと判定した場合、ステッ
プＳ３７に戻り、パッシブモードのイニシエータからコマンド DSL_REQが送信されてくる
のを待つ。
【０１６７】
また、ステップＳ３７において、パッシブモードのイニシエータから、コマンド DSL_REQ
が送信されてきたと判定された場合、即ち、 NFC通信装置がコマンド DSL_REQを受信した場
合、ステップＳ３８に進み、 NFC通信装置は、コマンド DSL_REQに対するレスポンス DSL_RE
Qを送信し、ディセレクト状態となって、ステップＳ３９に進む。
【０１６８】
ステップＳ３９では、 NFC通信装置は、パッシブモードのターゲットとして、その通信処
理（パッシブモードのターゲットの通信処理）を行い、そのパッシブモードのターゲット
の通信処理が終了すると、処理を終了する。なお、パッシブモードのターゲットの通信処
理については、後述する。
【０１６９】
次に、図１６のフローチャートを参照して、 NFC通信装置によるアクティブモードのイニ
シエータの処理について説明する。
【０１７０】
アクティブモードのイニシエータの処理では、ステップＳ５１乃至Ｓ６１において、図１
４のパッシブモードのイニシエータの処理のステップＳ１１乃至Ｓ２１における場合とそ
れぞれ同様の処理が行われる。但し、図１４のパッシブモードのイニシエータの処理では
、 NFC通信装置は、その処理が終了するまで、電磁波を出力し続けるが、アクティブモー
ドのイニシエータの処理では、 NFC通信装置は、データを送信するときだけ、電磁波を出
力する点が異なる。
【０１７１】
即ち、ステップＳ５１において、 NFC通信装置は、電磁波の出力を開始する。なお、この
アクティブモードのイニシエータの処理におけるステップＳ５１は、上述の図１３のステ
ップＳ１において、電磁波が検出されなかった場合に行われる。即ち、 NFC通信装置は、
図１３のステップＳ１において、電磁波が検出されなかった場合に、ステップＳ５１にお
いて、電磁波の出力を開始する。従って、ステップＳ１およびＳ５１の処理が、上述の初
期 RFCA処理に相当する。
【０１７２】
その後、ステップＳ５２に進み、 NFC通信装置は、伝送レートを表す変数ｎを、初期値と
しての、例えば、１にセットし、ステップＳ５３に進む。ステップＳ５３では、 NFC通信
装置は、第ｎレートで、ポーリングリクエストフレームを送信して、電磁波の出力を停止
し（以下、適宜、 RFオフ処理を行う、ともいう）、ステップＳ５４に進む。
【０１７３】
ここで、ステップＳ５３では、 NFC通信装置は、ポーリングリクエストフレームを送信す
る前に、上述のアクティブ RFCA処理によって電磁波の出力を開始する。但し、変数ｎが初
期値である１の場合は、ステップＳ１およびＳ５１の処理に対応する初期 RFCA処理によっ
て、既に電磁波の出力が開始されているので、アクティブ RFCA処理を行う必要はない。
【０１７４】
ステップＳ５４では、 NFC通信装置は、他の装置から、第ｎレートで、ポーリングレスポ
ンスフレームが送信されてきたかどうかを判定する。
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【０１７５】
ステップＳ５４において、他の装置から、ポーリングレスポンスフレームが送信されてき
ていないと判定された場合、即ち、例えば、 NFC通信装置に近接する他の装置が、第ｎレ
ートでの通信を行うことができず、第ｎレートで送信したポーリングリクエストフレーム
に対するポーリングレスポンスフレームが返ってこない場合、ステップＳ５５乃至Ｓ５７
をスキップして、ステップＳ５８に進む。
【０１７６】
また、ステップＳ５４において、他の装置から、第ｎレートで、ポーリングレスポンスフ
レームが送信されてきたと判定された場合、即ち、例えば、 NFC通信装置に近接する他の
装置が、第ｎレートでの通信を行うことができ、第ｎレートで送信したポーリングリクエ
ストフレームに対するポーリングレスポンスフレームが返ってきた場合、ステップＳ５５
に進み、 NFC通信装置は、そのポーリングレスポンスフレームを返してきた他の装置をア
クティブモードのターゲットとして、そのターゲットの NFCIDを、ポーリングレスポンス
フレームに配置されている NFCIDによって認識するとともに、そのターゲットが第ｎレー
トで通信可能であることを認識する。
【０１７７】
ここで、 NFC通信装置は、ステップＳ５５において、アクティブモードのターゲットの NFC
IDと、そのターゲットが第ｎレートで通信可能であることを認識すると、そのターゲット
との間の伝送レートを、第ｎレートに決定し、そのターゲットとは、コマンド PSL_REQに
よって伝送レートが変更されない限り、第ｎレートで通信を行う。
【０１７８】
その後、ステップＳ５６に進み、 NFC通信装置は、アクティブ RFCA処理によって電磁波の
出力を開始し、ステップＳ５５で認識した NFCIDのターゲット（アクティブモードのター
ゲット）に、コマンド DSL_REQを、第ｎレートで送信する。これにより、そのターゲット
は、以後送信されるポーリングリクエストフレーム等に応答しないディセレクト状態とな
る。その後、 NFC通信装置は、 RFオフ処理を行い、ステップＳ５６からＳ５７に進む。
【０１７９】
ステップＳ５７では、 NFC通信装置は、ステップＳ５６で送信したコマンド DSL_REQに対し
て、そのコマンド DSL_REQによりディセレクト状態とされるターゲットが返してくるレス
ポンス DSL_RESを受信し、ステップＳ５８に進む。
【０１８０】
ステップＳ５８では、 NFC通信装置は、ステップＳ５３でポーリングリクエストフレーム
を、第ｎレートで送信してから、所定の時間が経過したかどうかを判定する。
【０１８１】
ステップＳ５８において、ステップＳ５３でポーリングリクエストフレームを、第ｎレー
トで送信してから、まだ、所定の時間が経過していないと判定された場合、ステップＳ５
３に戻り、以下、ステップＳ５３乃至Ｓ５８の処理が繰り返される。
【０１８２】
一方、ステップＳ５８において、ステップＳ５３でポーリングリクエストフレームを、第
ｎレートで送信してから、所定の時間が経過したと判定された場合、ステップＳ５９に進
み、 NFC通信装置は、変数ｎが、その最大値であるＮに等しいかどうかを判定する。ステ
ップＳ５９において、変数ｎが、最大値Ｎに等しくないと判定された場合、即ち、変数ｎ
が最大値Ｎ未満である場合、ステップＳ６０に進み、 NFC通信装置は、変数ｎを１だけイ
ンクリメントして、ステップＳ５３に戻り、以下、ステップＳ５３乃至Ｓ６０の処理が繰
り返される。
【０１８３】
ここで、ステップＳ５３乃至Ｓ６０の処理が繰り返されることにより、 NFC通信装置は、
Ｎ通りの伝送レートで、ポーリングリクエストフレームを送信するとともに、各伝送レー
トで返ってくるポーリングレスポンスフレームを受信する。
【０１８４】
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一方、ステップＳ５９において、変数ｎが、最大値Ｎに等しいと判定された場合、即ち、
NFC通信装置が、Ｎ通りのＮ通りの伝送レートで、ポーリングリクエストフレームを送信
するとともに、各伝送レートで返ってくるポーリングレスポンスフレームを受信した場合
、ステップＳ６１に進み、 NFC通信装置は、アクティブモードのイニシエータとして、そ
の通信処理（アクティブモードのイニシエータの通信処理）を行い、その後、処理を終了
する。ここで、アクティブモードのイニシエータの通信処理については、後述する。
【０１８５】
次に、図１７のフローチャートを参照して、 NFC通信装置によるアクティブモードのター
ゲットの処理について説明する。
【０１８６】
アクティブモードのターゲットの処理では、ステップＳ７１乃至Ｓ７９において、図１５
のパッシブモードのターゲットの処理のステップＳ３１乃至Ｓ３９における場合とそれぞ
れ同様の処理が行われる。但し、図１５のパッシブモードのターゲットの処理では、 NFC
通信装置は、パッシブモードのイニシエータが出力する電磁波を負荷変調することによっ
てデータを送信するが、アクティブモードのターゲットの処理では、 NFC通信装置は、自
身で電磁波を出力してデータを送信する点が異なる。
【０１８７】
即ち、アクティブモードのターゲットの処理では、ステップＳ７１乃至Ｓ７５において、
図１５のステップＳ３１乃至Ｓ３５における場合とそれぞれ同一の処理が行われる。
【０１８８】
そして、ステップＳ７５の処理後、ステップＳ７６に進み、 NFC通信装置は、アクティブ R
FCA処理によって電磁波の出力を開始し、自身の NFCIDを配置したポーリングレスポンスフ
レームを、第ｎレートで送信する。さらに、ステップＳ７６では、 NFC通信装置は、 RFオ
フ処理を行い、ステップＳ７７に進む。
【０１８９】
ここで、 NFC通信装置は、ステップＳ７６でポーリングレスポンスフレームを、第ｎレー
トで送信した後は、アクティブモードのイニシエータからコマンド PSL_REQが送信されて
くることによって伝送レートの変更が指示されない限り、第ｎレートで通信を行う。
【０１９０】
ステップＳ７７では、 NFC通信装置は、アクティブモードのイニシエータから、コマンド D
SL_REQが送信されてきたかどうかを判定し、送信されてきていないと判定した場合、ステ
ップＳ７７に戻り、アクティブモードのイニシエータからコマンド DSL_REQが送信されて
くるのを待つ。
【０１９１】
また、ステップＳ７７において、アクティブモードのイニシエータから、コマンド DSL_RE
Qが送信されてきたと判定された場合、即ち、 NFC通信装置がコマンド DSL_REQを受信した
場合、ステップＳ７８に進み、 NFC通信装置は、アクティブ RFCA処理によって電磁波の出
力を開始し、コマンド DSL_REQに対するレスポンス DSL_REQを送信する。さらに、ステップ
Ｓ７８では、 NFC通信装置は、 RFオフ処理を行い、ディセレクト状態となって、ステップ
Ｓ７９に進む。
【０１９２】
ステップＳ７９では、 NFC通信装置は、アクティブモードのターゲットとして、その通信
処理（アクティブモードのターゲットの通信処理）を行い、そのアクティブモードのター
ゲットの通信処理が終了すると、処理を終了する。なお、アクティブモードのターゲット
の通信処理については、後述する。
【０１９３】
次に、図１８および図１９のフローチャートを参照して、図１４のステップＳ２１におけ
るパッシブモードのイニシエータの通信処理について説明する。
【０１９４】
パッシブモードのイニシエータである NFC通信装置は、ステップＳ９１において、通信す
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る装置（以下、適宜、注目装置という）を、図１４のステップＳ１５で NFCIDを認識した
ターゲットの中から選択し、ステップＳ９２に進む。ステップＳ９２では、コマンド WUP_
REQを、注目装置に送信し、これにより、図１４のステップＳ１６でコマンド DSL_REQを送
信することによりディセレクト状態とした注目装置の、そのディセレクト状態を解除する
（以下、適宜、ウエイクアップする、ともいう）。
【０１９５】
その後、 NFC通信装置は、注目装置が、コマンド WUP_REQに対するレスポンス WUP_RESを送
信してくるのを待って、ステップＳ９２からＳ９３に進み、そのレスポンス WUP_RESを受
信して、ステップＳ９４に進む。ステップＳ９４では、 NFC通信装置は、コマンド ATR_REQ
を、注目装置に送信する。そして、 NFC通信装置は、注目装置が、コマンド ATR_REQに対す
るレスポンス ATR_RESを送信してくるのを待って、ステップＳ９４からＳ９５に進み、そ
のレスポンス ATR_RESを受信する。
【０１９６】
ここで、 NFC通信装置および注目装置が、以上のようにして、属性が配置されるコマンド A
TR_REQとレスポンス ATR_RESをやりとりすることで、 NFC通信装置および注目装置は、互い
に相手が通信可能な伝送レートなどを認識する。
【０１９７】
その後、ステップＳ９５からＳ９６に進み、 NFC通信装置は、コマンド DSL_REQを、注目装
置に送信し、注目装置を、ディセレクト状態にする。そして、 NFC通信装置は、注目装置
が、コマンド DSL_REQに対するレスポンス DSL_RESを送信してくるのを待って、ステップＳ
９６からＳ９７に進み、そのレスポンス DSL_RESを受信して、ステップＳ９８に進む。
【０１９８】
ステップＳ９８では、 NFC通信装置は、図１４のステップＳ１５で NFCIDを認識したターゲ
ットすべてを、ステップＳ９１で注目装置として選択したかどうかを判定する。ステップ
Ｓ９８において、 NFC通信装置が、まだ、注目装置として選択していないターゲットがあ
ると判定した場合、ステップＳ９１に戻り、 NFC通信装置は、まだ、注目装置として選択
していないターゲットのうちの１つを新たに注目装置として選択し、以下、同様の処理を
繰り返す。
【０１９９】
また、ステップＳ９８において、 NFC通信装置が、図１４のステップＳ１５で NFCIDを認識
したターゲットすべてを、ステップＳ９１で注目装置として選択したと判定した場合、即
ち、 NFC通信装置が、 NFCIDを認識したターゲットすべてとの間で、コマンド ATR_REQとレ
スポンス ATR_RESをやりとりし、これにより、各ターゲットが通信可能な伝送レートなど
を認識することができた場合、ステップＳ９９に進み、 NFC通信装置は、通信する装置（
注目装置）を、ステップＳ９４とＳ９５でコマンド ATR_REQとレスポンス ATR_RESをやりと
りしたターゲットの中から選択し、ステップＳ１００に進む。
【０２００】
ステップＳ１００では、 NFC通信装置は、コマンド WUP_REQを、注目装置に送信し、これに
より、ステップＳ９６でコマンド DSL_REQを送信することによってディセレクト状態とし
た注目装置をウエイクアップする。そして、 NFC通信装置は、注目装置が、コマンド WUP_R
EQに対するレスポンス WUP_RESを送信してくるのを待って、ステップＳ１００からＳ１０
１に進み、そのレスポンス WUP_RESを受信して、図１９のステップＳ１１１に進む。
【０２０１】
ステップＳ１１１では、 NFC通信装置は、注目装置と通信を行う際の伝送レートなどの通
信パラメータを変更するかどうかを判定する。
【０２０２】
ここで、 NFC通信装置は、図１８のステップＳ９５でレスポンス ATR_RESを、注目装置から
受信しており、そのレスポンス ATR_RESに配置された属性に基づき、注目装置が通信可能
な伝送レート等の通信パラメータを認識している。 NFC通信装置は、例えば、注目装置と
の間で、現在の伝送レートよりも高速の伝送レートで通信可能な場合、伝送レートをより
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高速な伝送レートに変更すべく、ステップＳ１１１において、通信パラメータを変更する
と判定する。また、 NFC通信装置は、例えば、注目装置との間で、現在の伝送レートより
も低速の伝送レートで通信可能であり、かつ、現在の通信環境がノイズレベルの高い環境
である場合、伝送エラーを低下するために、伝送レートをより低速な伝送レートに変更す
べく、ステップＳ１１１において、通信パラメータを変更すると判定する。なお、 NFC通
信装置と注目装置との間で、現在の伝送レートと異なる伝送レートで通信可能な場合であ
っても、現在の伝送レートのままで通信を続行することは可能である。
【０２０３】
ステップＳ１１１において、注目装置と通信を行う際の通信パラメータを変更しないと判
定された場合、即ち、 NFC通信装置と注目装置との間で、現在の伝送レートなどの現在の
通信パラメータのままで、通信を続行する場合、ステップＳ１１２乃至Ｓ１１４をスキッ
プして、ステップＳ１１５に進む。
【０２０４】
また、ステップＳ１１１において、注目装置と通信を行う際の通信パラメータを変更する
と判定された場合、ステップＳ１１２に進み、 NFC通信装置は、その変更後の通信パラメ
ータの値を、コマンド PSL_REQに配置して、注目装置に送信する。そして、 NFC通信装置は
、注目装置が、コマンド PSL_REQに対するレスポンス PSL_RESを送信してくるのを待って、
ステップＳ１１２からＳ１１３に進み、そのレスポンス PSL_RESを受信して、ステップＳ
１１４に進む。
【０２０５】
ステップＳ１１４では、 NFC通信装置は、注目装置との通信を行う際の伝送レートなどの
通信パラメータを、ステップＳ１１２で送信したコマンド PSL_REQに配置した通信パラメ
ータの値に変更する。 NFC通信装置は、以後、注目装置との間で、再び、コマンド PSL_REQ
とレスポンス PSL_RESのやりとりをしない限り、ステップＳ１１４で変更された値の伝送
レートなどの通信パラメータにしたがい、注目装置との通信を行う。
【０２０６】
なお、コマンド PSL_REQとレスポンス PSL_RESのやりとり（ネゴシエーション）によれば、
伝送レート以外の、例えば、図４のエンコード部１６（デコード部１４）のエンコード方
式や、変調部１９および負荷変調部２０（復調部１３）の変調方式などの変更も行うこと
が可能である。
【０２０７】
その後、ステップＳ１１５に進み、 NFC通信装置は、注目装置との間で送受信すべきデー
タがあるかどうかを判定し、ないと判定された場合、ステップＳ１１６およびＳ１１７を
スキップして、ステップＳ１１８に進む。
【０２０８】
また、ステップＳ１１５において、注目装置との間で送受信すべきデータがあると判定さ
れた場合、ステップＳ１１６に進み、 NFC通信装置は、コマンド DEP_REQを注目装置に送信
する。ここで、ステップＳ１１６では、 NFC通信装置は、注目装置に送信すべきデータが
ある場合には、そのデータを、コマンド DEP_REQに配置して送信する。
【０２０９】
そして、 NFC通信装置は、注目装置が、コマンド DEP_REQに対するレスポンス DEP_RESを送
信してくるのを待って、ステップＳ１１６からＳ１１７に進み、そのレスポンス DEP_RES
を受信して、ステップＳ１１８に進む。
【０２１０】
以上のように、 NFC通信装置と注目装置との間で、コマンド DEP_REQとレスポンス DEP_RES
がやりとりされることにより、いわゆる実データの送受信が行われる。
【０２１１】
ステップＳ１１８では、 NFC通信装置は、通信相手を変更するかどうかを判定する。ステ
ップＳ１１８において、通信相手を変更しないと判定された場合、即ち、例えば、まだ、
注目装置との間でやりとりするデータがある場合、ステップＳ１１１に戻り、以下、同様
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の処理が繰り返される。
【０２１２】
また、ステップＳ１１８において、通信相手を変更すると判定された場合、即ち、例えば
、注目装置との間でやりとりするデータはないが、他の通信相手とやりとりするデータが
ある場合、ステップＳ１１９に進み、 NFC通信装置は、コマンド DSL_REQまたは RLS_REQを
注目装置に送信する。そして、 NFC通信装置は、注目装置が、コマンド DSL_REQまたは RLS_
REQに対するレスポンス DSL_RESまたは RLS_RESを送信してくるのを待って、ステップＳ１
１９からＳ１２０に進み、そのレスポンス DSL_RESまたは RLS_RESを受信する。
【０２１３】
ここで、上述したように、 NFC通信装置が、注目装置に対して、コマンド DSL_REQまたは RL
S_REQを送信することにより、その注目装置としてのターゲットは、イニシエータとして
の NFC通信装置との通信の対象から解放される。但し、コマンド DSL_REQによって解放され
たターゲットは、コマンド WUP_UPによって、再び、イニシエータと通信可能な状態となる
が、コマンド RLS_REQによって解放されたターゲットは、イニシエータとの間で、上述し
たポーリングリクエストフレームとポーリングレスポンスフレームのやりとりが行われな
いと、イニシエータと通信可能な状態とならない。
【０２１４】
なお、あるターゲットが、イニシエータとの通信の対象から解放されるケースとしては、
上述のように、イニシエータからターゲットに対して、コマンド DSL_REQまたは RLS_REQが
送信される場合の他、例えば、イニシエータとターゲットとが離れすぎて、近接通信を行
うことができなくなった場合がある。この場合は、コマンド RLS_REQによって解放された
ターゲットと同様に、ターゲットとイニシエータとの間で、ポーリングリクエストフレー
ムとポーリングレスポンスフレームのやりとりが行われないと、イニシエータと通信可能
な状態とならない。
【０２１５】
ここで、以下、適宜、ターゲットとイニシエータとの間で、ポーリングリクエストフレー
ムとポーリングレスポンスフレームのやりとりが行われないと、イニシエータと通信可能
にならないターゲットの解放を、完全解放という。また、イニシエータからコマンド WUP_
UPが送信されることによって、再び、イニシエータと通信可能となるターゲットの解放を
、一時解放という。
【０２１６】
ステップＳ１２０の処理後は、ステップＳ１２１に進み、 NFC通信装置は、図１４のステ
ップＳ１５で NFCIDを認識したターゲットすべてが完全解放されたかどうかを判定する。
ステップＳ１２１において、 NFCIDを認識したターゲットすべてが、まだ完全解放されて
いないと判定された場合、図１８のステップ９９に戻り、 NFC通信装置は、完全解放され
ていないターゲット、即ち、一時解放されているターゲットの中から、新たに注目装置を
選択し、以下、同様の処理を繰り返す。
【０２１７】
また、ステップＳ１２１において、 NFCIDを認識したターゲットすべてが完全解放された
と判定された場合、処理を終了する。
【０２１８】
なお、図１９のステップＳ１１６とＳ１１７において、コマンド DEP_REQとレスポンス DEP
_RESがやりとりされることにより、ターゲットとイニシエータとの間で、データの送受信
（データ交換）が行われるが、このコマンド DEL_REQとレスポンス DEP_RESのやりとりが、
１つのトランザクションである。ステップＳ１１６とＳ１１７の処理後は、ステップＳ１
１８，Ｓ１１１，Ｓ１１２，Ｓ１１３を介して、ステップＳ１１４に戻ることが可能であ
り、通信パラメータを変更することができる。従って、ターゲットとイニシエータとの間
の通信に関する伝送レートなどの通信パラメータは、１つのトランザクションごとに変更
することが可能である。
【０２１９】
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また、ステップＳ１１２とＳ１１３において、イニシエータとターゲットの間で、コマン
ド PSL_REQとレスポンス PSL_RESをやりとりすることにより、ステップＳ１１４では、通信
パラメータの１つであるイニシエータとターゲットの通信モードを変更することが可能で
ある。従って、ターゲットとイニシエータの通信モードは、１つのトランザクションごと
に変更することが可能である。なお、このことは、ターゲットとイニシエータの通信モー
ドを、１つのトランザクションの間は、変更してはならないことを意味する。
【０２２０】
次に、図２０のフローチャートを参照して、図１５のステップＳ３８におけるパッシブモ
ードのターゲットの通信処理について説明する。
【０２２１】
パッシブモードのターゲットである NFC通信装置は、図１５のステップＳ３７およびＳ３
８において、パッシブモードのイニシエータとの間で、コマンド DSL_REQとレスポンス DSL
_RESのやりとりをしているので、ディセレクト状態となっている。
【０２２２】
そこで、ステップＳ１３１において、 NFC通信装置は、イニシエータからコマンド WUP_REQ
が送信されてきたかどうかを判定し、送信されてきていないと判定した場合、ステップＳ
１３１に戻り、ディセレクト状態のままとされる。
【０２２３】
また、ステップＳ１３１において、イニシエータからコマンド WUP_REQが送信されてきた
と判定された場合、即ち、 NFC通信装置がコマンド WUP_REQを受信した場合、ステップＳ１
３１に進み、 NFC通信装置は、コマンド WUP_REQに対するレスポンス WUP_RESを送信し、ウ
エイクアップして、ステップＳ１３３に進む。
【０２２４】
ステップＳ１３３では、 NFC通信装置は、コマンド ATR_REQが、イニシエータから送信され
てきたかどうかを判定し、送信されてきていないと判定した場合、ステップＳ１３４をス
キップして、ステップＳ１３５に進む。
【０２２５】
また、ステップＳ１３３において、イニシエータから、コマンド ATR_REQが送信されてき
たと判定された場合、即ち、 NFC通信装置がコマンド ATR_REQを受信した場合、ステップＳ
１３５に進み、 NFC通信装置は、コマンド ATR_REQに対するレスポンス ATR_RESを送信し、
ステップＳ１３５に進む。
【０２２６】
ステップＳ１３５では、 NFC通信装置は、コマンド DSL_REQが、イニシエータから送信され
てきたかどうかを判定する。ステップＳ１３５において、イニシエータから、コマンド DS
L_REQが送信されてきたと判定された場合、即ち、 NFC通信装置がコマンド DSL_REQを受信
した場合、ステップＳ１３６に進み、 NFC通信装置は、コマンド DSL_REQに対するレスポン
ス DSL_RESを送信し、ステップＳ１３１に戻る。これにより、 NFC通信装置は、ディセレク
ト状態となる。
【０２２７】
一方、ステップＳ１３５において、イニシエータから、コマンド DSL_REQが送信されてき
ていないと判定された場合、ステップＳ１３７に進み、 NFC通信装置は、コマンド PSL_REQ
が、イニシエータから送信されてきたかどうかを判定し、送信されてきていないと判定し
た場合、ステップＳ１３８およびＳ１３９をスキップして、ステップＳ１４０に進む。
【０２２８】
また、ステップＳ１３７において、イニシエータから、コマンド PSL_REQが送信されてき
たと判定された場合、即ち、 NFC通信装置がコマンド PSL_REQを受信した場合、ステップＳ
１３８に進み、 NFC通信装置は、コマンド PSL_REQに対するレスポンス PSL_RESを送信し、
ステップＳ１３９に進む。ステップＳ１３９では、 NFC通信装置は、イニシエータからの
コマンド PSL_REQにしたがい、その通信パラメータを変更し、ステップＳ１４０に進む。
【０２２９】
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ステップＳ１４０では、 NFC通信装置は、イニシエータから、コマンド DEP_REQが送信され
てきたかどうかを判定し、送信されてきていないと判定した場合、ステップＳ１４１をス
キップして、ステップＳ１４２に進む。
【０２３０】
また、ステップＳ１４０において、イニシエータから、コマンド DEP_REQが送信されてき
たと判定された場合、即ち、 NFC通信装置がコマンド DEP_REQを受信した場合、ステップＳ
１４１に進み、 NFC通信装置は、コマンド DEP_REQに対するレスポンス DEP_RESを送信し、
ステップＳ１４２に進む。
【０２３１】
ステップＳ１４２では、 NFC通信装置は、イニシエータから、コマンド RSL_REQが送信され
てきたかどうかを判定し、送信されてきていないと判定した場合、ステップＳ１３３に戻
り、以下、同様の処理が繰り返される。
【０２３２】
また、ステップＳ１４２において、イニシエータから、コマンド RSL_REQが送信されてき
たと判定された場合、即ち、 NFC通信装置がコマンド RSL_REQを受信した場合、ステップＳ
１４３に進み、 NFC通信装置は、コマンド RSL_REQに対するレスポンス RSL_RESを送信し、
これにより、イニシエータとの通信を完全に終了して、処理を終了する。
【０２３３】
次に、図２１および図２２は、図１６のステップＳ６１におけるアクティブモードのイニ
シエータの通信処理の詳細を示すフローチャートである。
【０２３４】
なお、図１８および図１９で説明したパッシブモードのイニシエータの通信処理では、イ
ニシエータが電磁波を出力し続けているが、図２１および図２２のアクティブモードのイ
ニシエータの通信処理では、イニシエータが、コマンドを送信する前に、アクティブ RFCA
処理を行うことによって電磁波の出力を開始し、コマンドの送信の終了後に、その電磁波
の出力を停止する処理（オフ処理）を行う。かかる点を除けば、図２１のアクティブモー
ドのイニシエータの通信処理では、ステップＳ１５１乃至Ｓ１６１と図２２のステップＳ
１７１乃至Ｓ１８１において、図１８のステップステップＳ９１乃至Ｓ１０１と図１９の
ステップＳ１１１乃至Ｓ１２１における場合とそれぞれ同様の処理が行われるため、その
説明は、省略する。
【０２３５】
次に、図２３は、図１７のステップＳ７９におけるアクティブモードのターゲットの通信
処理の詳細を示すフローチャートである。
【０２３６】
なお、図２０で説明したパッシブモードのターゲットの通信処理では、ターゲットが、イ
ニシエータが出力している電磁波を負荷変調することによってデータを送信するが、図２
３のアクティブモードのターゲットの通信処理では、ターゲットが、コマンドを送信する
前に、アクティブ RFCA処理を行うことによって電磁波の出力を開始し、コマンドの送信の
終了後に、その電磁波の出力を停止する処理（オフ処理）を行う。かかる点を除けば、図
２３のアクティブモードのターゲットの通信処理では、ステップＳ１９１乃至Ｓ２０３に
おいて、図２０のステップＳ１３１乃至Ｓ１４３における場合とそれぞれ同様の処理が行
われるため、その説明は、省略する。
【０２３７】
次に、図２４乃至図２６を参照して、 NFC通信装置における隠れ端末問題に対する対処法
を説明する。
【０２３８】
図２４は、３つの NFC通信装置１，２，３それぞれの位置と、電磁波のレベル、即ち、こ
こでは、電磁波による磁束密度の大きさとの関係を示している。
【０２３９】
図２４では、 NFC通信装置２は、 NFC通信装置１から、ある短い距離Ｌ 1 2だけ離れた位置に
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あり、 NFC通信装置３は、 NFC通信装置２から、距離Ｌ 1 2よりも長い距離Ｌ 2 3だけ離れた位
置にある。そして、 NFC通信装置１と３とは、距離Ｌ 1 2＋Ｌ 2 3だけ離れている。
【０２４０】
NFC通信装置１乃至３それぞれは、図４に示したアンテナ１１としてのコイルどうしのト
ランス結合によって、通信相手との間でデータのやりとりを行う。なお、 NFC通信装置の
通信相手は、 NFC通信装置である必要はなく、従来の ICカードなどであってもかまわない
。但し、 NFC通信装置の通信相手が、従来の ICカードなどのように、電力の供給が必要な
ものである場合は、 NFC通信装置は、トランス結合によって、データのやりとりを行う他
、電力の供給も行う。
【０２４１】
ところで、コイルどうしのトランス結合により発生する起電力は、そのコイルどうしが近
いほど大きく、そのコイルどうしの距離の約３乗に反比例して減衰する傾向がある。
【０２４２】
従って、 NFC通信装置１が出力する電磁波による磁束密度は、 NFC通信装置１からの距離の
約３乗に反比例して単調減少していく。なお、 NFC通信装置１が出力する電磁波による磁
束密度は、搬送波成分Ｍ c a r r 1と、送信するデータの変調分としての信号成分Ｍ s i g 1とに
分けることができるが、この搬送波成分Ｍ c a r r 1と信号成分Ｍ s i g 1それぞれが、図２４に
示すように、 NFC通信装置１からの距離の約３乗に反比例して減衰していく。
【０２４３】
同様に、 NFC通信装置２と３それぞれが出力する電磁波による磁束密度も、 NFC通信装置２
と３それぞれからの距離の約３乗に反比例して減衰していく。なお、図２４では（後述す
る図２５および図２６においても同様）、 NFC通信装置２が出力する電磁波による磁束密
度の図示は省略してある。また、 NFC通信装置３が出力する電磁波による磁束密度につい
ては、搬送波成分Ｍ c a r r 3のみ図示してあり、信号成分の図示は省略してある。
【０２４４】
NFC通信装置１乃至３は、例えば、図４の復調部１３においてデータを取得するのに、所
定の閾値としての動作限界搬送波磁束密度 TH2以上（または、より大）の搬送波成分を必
要とするように設計されている。
【０２４５】
例えば、いま、 NFC通信装置１と２との間で、 NFC通信装置１を送信側とするとともに、 NF
C通信装置２を受信側として、通信が行われるものとすると、図２４では、受信側である N
FC通信装置２は、送信側である NFC通信装置１が出力する電磁波の搬送波成分Ｍ c a r r 1が、
動作限界搬送波磁束密度 TH2に一致する距離Ｌ 1 2だけ離れた位置にあり、 NFC通信装置１と
通信することができる最も遠い位置に存在している。
【０２４６】
なお、 NFC通信装置１と２との間の距離が、距離Ｌ 1 2より大となると、 NFC通信装置２が受
信する、 NFC通信装置１からの電磁波の搬送波成分Ｍ c a r r 1は、動作限界搬送波磁束密度 TH
2より小となるから、 NFC通信装置２は、 NFC通信装置１から送信されてくるデータを受信
することができなくなる。このことは、動作限界搬送波磁束密度 TH2によって、 NFC通信装
置１と２との間で通信することができる距離が、距離Ｌ 1 2以下に制限されているというこ
とができる。
【０２４７】
また、 NFC通信装置２において、その復調部１３（図４）がデータを取得するのに、閾値
としての動作限界搬送波磁束密度 TH2以上の搬送波成分を必要とするようにするには、例
えば、動作限界搬送波磁束密度 TH2以上の搬送波成分が、アンテナ１１および受信部１２
を介して復調部１３に供給された場合にのみ、復調部１３を動作させる第１の方法や、検
出部２３において、動作限界搬送波磁束密度 TH2以上の搬送波成分が検出されたときのみ
、復調部１３を動作させる第２の方法がある。第２の方法を採用する場合、図４の閾値設
定部２４において、動作限界搬送波磁束密度 TH2を、閾値として設定し、検出部２３にお
いて、その閾値としての動作限界搬送波磁束密度 TH2以上のレベルの電磁波を検出するよ
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うにすれば良い。
【０２４８】
NFC通信装置１乃至３は、上述したように、復調部１３においてデータを取得するのに、
所定の閾値としての動作限界搬送波磁束密度 TH2以上のレベルの搬送波成分を必要とする
ように設計されている他、さらに、他の閾値としての搬送波出力抑制判断磁束密度 TH1以
上（または、より大）のレベルの搬送波成分が、検出部２３（図４）において検出されて
いない場合に、電磁波の出力の開始が可能なように設計されている。
【０２４９】
即ち、図９および図１０で説明したように、 NFC通信装置１乃至３は、周囲で電磁波が検
出されなかった場合に、電磁波の出力を開始する RFCA処理を行うが、この RFCA処理におい
て、電磁波が検出されなかった場合というのは、搬送波出力抑制判断磁束密度 TH1以上の
レベルの搬送波成分が検出されなかった場合を意味する。
【０２５０】
図２４においては、 NFC通信装置１は、通信相手でない NFC通信装置３が出力する電磁波の
搬送波成分Ｍ c a r r 3が、 NFC通信装置１において搬送波出力抑制判断磁束密度 TH1未満とな
る距離Ｌ 1 2＋Ｌ 2 3（ NFC通信装置１と３の両方が同時に電磁波を出力することができる、 N
FC通信装置１と３との最小の距離であるとする）だけ離れた位置にある。この場合、 NFC
通信装置１による電磁波の出力は、 NFC通信装置３による電磁波の出力によって妨げられ
ることはない。
【０２５１】
なお、 NFC通信装置１と３とが、 NFC通信装置３が出力する電磁波の搬送波成分Ｍ c a r r 3が
、 NFC通信装置１において搬送波出力抑制判断磁束密度 TH1未満となる距離Ｌ 1 2＋Ｌ 2 3だけ
離れているということは、 NFC通信装置１が出力する電磁波の搬送波成分Ｍ c a r r 1も、 NFC
通信装置３において搬送波出力抑制判断磁束密度 TH1未満となるように減衰する。従って
、 NFC通信装置３による電磁波の出力も、 NFC通信装置１による電磁波の出力によって妨げ
られることはない。なお、ここでは、通信装置１乃至３が出力する電磁波のレベルは、同
一であるとする。
【０２５２】
以上のように、図２４では、 NFC通信装置２と通信する NFC通信装置１も、 NFC通信装置２
と通信しようとしていない NFC通信装置３も、電磁波の出力が可能である。そして、 NFC通
信装置２は、 NFC通信装置３に対して、 NFC通信装置１よりも近い位置にあり、 NFC通信装
置１に対しても、 NFC通信装置３よりも近い位置にあるから、 NFC通信装置３からの電磁波
を、 NFC通信装置１よりも高いレベルで受信し、 NFC通信装置１からの電磁波も、 NFC通信
装置３よりも高いレベルで受信することになる。
【０２５３】
いま、 NFC通信装置１と２との間で通信を行うのであるから、 NFC通信装置２が受信する NF
C通信装置１からの電磁波が、同じく NFC通信装置２が受信する NFC通信装置３からの電磁
波の影響を受ける場合には、 NFC通信装置２は、通信相手である NFC通信装置１からのデー
タを正常に受信することができず、 NFC通信装置３からの電磁波によって、 NFC通信装置１
と２との間の通信が妨げられることになる。
【０２５４】
そこで、動作限界搬送波磁束密度 TH2は、搬送波出力抑制判断磁束密度 TH1より大とされて
おり、これにより、 NFC通信装置２が受信する NFC通信装置１からの電磁波における信号成
分Ｍ s i g 1が、 NFC通信装置２が受信する NFC通信装置３からの電磁波における搬送波成分Ｍ

c a r r 3からの影響を受けない程度の値にされている。
【０２５５】
以上のように、 NFC通信装置１と３との距離が、 NFC通信装置３から出力される電磁波にお
ける搬送波成分Ｍ c a r r 3が NFC通信装置１において搬送波出力抑制判断磁束密度 TH1未満に
減衰する距離Ｌ 1 2＋Ｌ 2 3である場合に、 NFC通信装置２における NFC通信装置３による搬送
波成分Ｍ c a r r 3が影響しない信号成分が得られる搬送波成分の最小レベルを、動作限界搬
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送波磁束密度 TH2とし、 NFC通信装置２において、 NFC通信装置１からのデータを取得する
のに、 NFC通信装置１から出力される電磁波として、動作限界搬送波磁束密度 TH2以上の搬
送波成分Ｍ c a r r 1を必要とすることで、 NFC通信装置２において、通信相手でない NFC通信
装置３が電磁波を出力することにより、 NFC通信装置１から送信されてくる信号成分Ｍ s i g

1としてのデータの正常受信が妨げられることを防止すること、つまり、隠れ端末問題を
解消することができる。
【０２５６】
即ち、図２４において、 NFC通信装置１からの電磁波における搬送波成分Ｍ c a r r 1が搬送波
出力抑制判断磁束密度 TH1未満となる位置にいる NFC通信装置３は、 NFC通信装置１が電磁
波を出力しているかどうかにかかわらず、電磁波を出力することができる。つまり、 NFC
通信装置１と３は、同時に、電磁波を出力することができる。
【０２５７】
そして、図２４では、 NFC通信装置２は、動作限界搬送波磁束密度 TH2の搬送波成分Ｍ c a r r

1を、 NFC通信装置１から受信するとともに、動作限界搬送波磁束密度 TH2より小さい搬送
波成分Ｍ c a r r 3を、 NFC通信装置３から受信する。 NFC通信装置２は、他の装置から送信さ
れてくるデータを取得するのに、動作限界搬送波磁束密度 TH2以上の搬送波成分を必要と
するから、 NFC通信装置１から送信されてくるデータは正常受信しうるが、 NFC通信装置３
から送信されてくるデータは正常受信することができない。さらに、 NFC通信装置１と３
とが、 NFC通信装置３から出力される電磁波における搬送波成分Ｍ c a r r 3が NFC通信装置１
において搬送波出力抑制判断磁束密度 TH1未満に減衰する距離Ｌ 1 2＋Ｌ 2 3だけ離れている
から、上述した動作限界搬送波磁束密度 TH2の決め方によって、 NFC通信装置２が NFC通信
装置３から受信する搬送波成分Ｍ c a r r 3は、 NFC通信装置２が NFC通信装置１から受信する
信号成分Ｍ s i g 1に影響しない。従って、 NFC通信装置２は、 NFC通信装置３が電磁波を出力
しているかどうかにかかわらず、 NFC通信装置１から送信されてくるデータを正常受信す
ることができる。
【０２５８】
次に、図２５は、図２４に示した NFC通信装置１乃至３の他に、 NFC通信装置２’が存在す
る場合の電磁波のレベルを示している。
【０２５９】
NFC通信装置２’は、 NFC通信装置１に対して、 NFC通信装置２よりも近い位置であり、か
つ NFC通信装置３に対して、 NFC通信装置２よりも遠い位置に位置している。
【０２６０】
なお、以下、適宜、 NFC通信装置＃ｉが出力する電磁波における搬送波成分Ｍ c a r r # iと信
号成分Ｍ s i g # iの、 NFC通信装置＃ｊにおけるレベル（磁束密度）を、それぞれ、搬送波成
分Ｍ c a r r # i ( # j )と信号成分Ｍ s i g # i ( # j )と記載する。
【０２６１】
図２５において、 NFC通信装置１と２’とが通信を行うとすると、 NFC通信装置２’は、 NF
C通信装置１に対して、 NFC通信装置２よりも近い位置に位置しているので、 NFC通信装置
２’が NFC通信装置１から受信する搬送波成分Ｍ c a r r 1 ( 2 ' )は、 NFC通信装置２が NFC通信装
置１から受信する搬送波成分Ｍ c a r r 1 ( 2 )よりも大きい。従って、 NFC通信装置２’が NFC通
信装置１から受信する信号成分Ｍ s i g 1 ( 2 ' )も、 NFC通信装置２が NFC通信装置１から受信す
る信号成分Ｍ s i g 1 ( 2 )より大きい。
【０２６２】
また、 NFC通信装置２’は、 NFC通信装置３に対して、 NFC通信装置２よりも遠い位置に位
置しているので、 NFC通信装置２’が NFC通信装置３から受信する搬送波成分Ｍ c a r r 3 ( 2 ' )

は、 NFC通信装置２が NFC通信装置３から受信する搬送波成分Ｍ c a r r 3 ( 2 )よりも小さい。
【０２６３】
NFC通信装置１と２が通信を行う場合には、 NFC通信装置２が NFC通信装置１から受信する
信号成分Ｍ s i g 1 ( 2 )と、 NFC通信装置２が NFC通信装置３から受信する搬送波成分Ｍ c a r r 3 ( 2

)との比がＳＮ (Signal Noise)比となる。同様に、 NFC通信装置１と２’が通信を行う場合
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には、 NFC通信装置２’が NFC通信装置１から受信する信号成分Ｍ s i g 1 ( 2 ' )と、 NFC通信装
置２’が NFC通信装置３から受信する搬送波成分Ｍ c a r r 3 ( 2 ' )との比がＳＮ比となる。
【０２６４】
そして、上述したように、 NFC通信装置２’が NFC通信装置１から受信する信号成分Ｍ s i g 1

( 2 ' )は、 NFC通信装置２が NFC通信装置１から受信する信号成分Ｍ s i g 1 ( 2 )より大であり、
かつ、 NFC通信装置２’が NFC通信装置３から受信する搬送波成分Ｍ c a r r 3 ( 2 ' )は、 NFC通信
装置２が NFC通信装置３から受信する搬送波成分Ｍ c a r r 3 ( 2 )より小である。
【０２６５】
従って、 NFC通信装置２’のＳＮ比（≡Ｍ s i g 1 ( 2 ' )／Ｍ c a r r 3 ( 2 ' )）は、 NFC通信装置２の
ＳＮ比（≡Ｍ s i g 1 ( 2 )／Ｍ c a r r 3 ( 2 )）よりも良好になる。
【０２６６】
以上から、 NFC通信装置の通信相手である NFC通信装置２’が、 NFC通信装置１に対して、 N
FC通信装置２よりも近い位置であり、かつ NFC通信装置３に対して、 NFC通信装置２よりも
遠い位置に位置している場合も、隠れ端末問題を解消することができる。
【０２６７】
なお、 NFC通信装置２’が、 NFC通信装置１に対して、 NFC通信装置２よりも遠い位置に位
置している場合は、 NFC通信装置２’において受信される、 NFC通信装置１からの搬送波成
分Ｍ c a r r 1 ( 2 ' )は、動作限界搬送波磁束密度 TH2以上にならない。従って、この場合は、そ
もそも、通信装置１と２’とは通信することができないので、隠れ端末問題は発生しない
。
【０２６８】
次に、図２６は、図２４に示した NFC通信装置１乃至３の他に、 NFC通信装置３’が存在す
る場合の電磁波のレベルを示している。
【０２６９】
NFC通信装置３’は、 NFC通信装置１と２それぞれに対して、 NFC通信装置３よりも遠い位
置に位置している。
【０２７０】
従って、 NFC通信装置１が出力する電磁波の搬送波成分Ｍ c a r r 1は、 NFC通信装置３’の位
置において、搬送波出力抑制判断磁束密度 TH1より小さいレベルに減衰し、 NFC通信装置３
’が出力する電磁波の搬送波成分Ｍ c a r r 3 'も、 NFC通信装置１の位置において、搬送波出
力抑制判断磁束密度 TH1より小さいレベルに減衰する。このため、 NFC通信装置１と３’は
、図２４における NFC通信装置１と３における場合と同様に、同時に電磁波を出力するこ
とができる。
【０２７１】
そして、 NFC通信装置３’は、 NFC通信装置２に対して、 NFC通信装置３よりも遠い位置に
位置しているので、 NFC通信装置２が NFC通信装置３’から受信する搬送波成分Ｍ c a r r 3 ' ( 2

)は、 NFC通信装置２が NFC通信装置３から受信する搬送波成分Ｍ c a r r 3 ( 2 )よりも小さい。
【０２７２】
NFC通信装置２が NFC通信装置１と通信する場合、 NFC通信装置３や３’が出力する電磁波
は、ノイズに等しく、上述したように、 NFC通信装置２が NFC通信装置３’から受信する搬
送波成分Ｍ c a r r 3 ' ( 2 )は、 NFC通信装置２が NFC通信装置３から受信する搬送波成分Ｍ c a r r 3

( 2 )よりも小さい。
【０２７３】
従って、 NFC通信装置２が NFC通信装置１と通信するときのＳＮ比については、 NFC通信装
置３が電波を出力している場合のＳＮ比（≡Ｍ s i g 1 ( 2 )／Ｍ c a r r 3 ( 2 )）に比較して、 NFC通
信装置３’が電波を出力している場合のＳＮ比（≡Ｍ s i g 1 ( 2 )／Ｍ c a r r 3 ' ( 2 )）の方が良好
となる。
【０２７４】
以上から、通信相手でない NFC通信装置３’が、通信を行う NFC通信装置１と２それぞれに
対して、 NFC通信装置３よりも遠い位置に位置していても、隠れ端末問題を解消すること
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ができる。
【０２７５】
なお、 NFC通信装置３’が、 NFC通信装置１に対して、 NFC通信装置３よりも近い位置に位
置している場合は、 NFC通信装置１が出力する電波磁波の搬送波成分Ｍ c a r r 1は、搬送波出
力抑制判断磁束密度 TH1以上のレベルで、 NFC通信装置３’に到達する。従って、この場合
は、 NFC通信装置３’は、電磁波の出力を行うことができない（行わない）ので、隠れ端
末問題は発生しない。
【０２７６】
ここで、上述の場合においては、 NFC通信装置１が電磁波を出力して、 NFC通信装置２に対
してデータを送信し、 NFC通信装置２が、そのデータを受信するケースについて説明した
が、 NFC通信装置２が、 NFC通信装置１にデータを送信し、 NFC通信装置１が、そのデータ
を受信するケースであっても、 NFC通信装置３が電磁波を出力することにより、 NFC通信装
置１によるデータの受信が妨げられることを防止すること、つまり、隠れ端末問題を解消
することができる。
【０２７７】
即ち、 NFC通信装置２がパッシブモードのイニシエータである場合、またはアクティブモ
ードで通信を行う場合は、 NFC通信装置２は、自身で電磁波を出力してデータを送信する
。 NFC通信装置３に対して、 NFC通信装置１よりも近い位置に位置する NFC通信装置２が電
磁波を出力する場合には、その電磁波の搬送波成分は、搬送波出力抑制判断磁束密度 TH1
より大のレベルで、 NFC通信装置３に到達するから、 NFC通信装置３は、電磁波の出力をす
ることができず、隠れ端末問題は発生しない。
【０２７８】
一方、 NFC通信装置２がパッシブモードのターゲットである場合、 NFC通信装置２は、パッ
シブモードのイニシエータである NFC通信装置１が出力する電磁波を負荷変調することに
より、データを、 NFC通信装置１に送信する。従って、その負荷変調によって NFC通信装置
１に到達する信号成分が、 NFC通信装置３が出力する電磁波の影響を受ける場合には、 NFC
通信装置１において、 NFC通信装置２から送信されてくるデータを受信することができな
いこととなる。
【０２７９】
従って、逆に言えば、 NFC通信装置１と３が、 NFC通信装置３（１）が出力する電磁波の搬
送波成分Ｍ c a r r 3が搬送波出力抑制判断磁束密度 TH1未満となる距離Ｌ 1 2＋Ｌ 2 3だけ離れて
いる場合に、 NFC通信装置１において、 NFC通信装置３の搬送波成分Ｍ c a r r 3の影響を受け
ない、 NFC通信装置２の負荷変調による信号成分を受信することができれば、 NFC通信装置
２から送信されてくるデータを受信することができることになる。
【０２８０】
以上から、 NFC通信装置２による負荷変調によって NFC通信装置１に到達する信号成分の、
NFC通信装置３が出力する電磁波に対するＳＮ比が、十分な大きさとなるように、 NFC通信
装置２における負荷変調の負荷変調率を設定し、 NFC通信装置１と３が、 NFC通信装置３（
１）が出力する電磁波の搬送波成分Ｍ c a r r 3が搬送波出力抑制判断磁束密度 TH1未満となる
距離Ｌ 1 2＋Ｌ 2 3だけ離れている場合に、 NFC通信装置１が NFC通信装置２からのデータを、
NFC通信装置３からの電磁波に影響されずに正常受信することができる最低限のＳＮ比を
確保することができるときの、 NFC通信装置２における、 NFC通信装置１が出力する電磁波
の搬送波成分Ｍ c a r r 1を、動作限界搬送波磁束密度 TH2とすることにより、隠れ端末問題を
解消することができる。
【０２８１】
次に、図２４乃至図２６で説明したようにして、隠れ端末問題を解消して、データの送受
信を行う場合の、そのデータの送受信の制御処理（送受信制御処理）について説明する。
なお、この送受信制御処理は、例えば、図４の制御部２１によって行われる。
【０２８２】
まず、図２７のフローチャートを参照して、 NFC通信装置がパッシブモードのイニシエー
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タとなった場合の、そのパッシブモードのイニシエータの送受信制御処理について説明す
る。
【０２８３】
まず最初に、ステップＳ２１１において、制御部２１（図４）は、検出部２３において搬
送波出力抑制判断磁束密度 TH1以上のレベルの電磁波が検出されたかどうかを判定し、検
出されたと判定した場合、ステップＳ２１１に戻る。即ち、搬送波出力抑制判断磁束密度
TH1以上のレベルの電磁波が検出されている場合には、電磁波を出力することができない
ので、搬送波出力抑制判断磁束密度 TH1以上のレベルの電磁波が検出されたかどうかの判
定を続行する。なお、ステップＳ２１１の処理が行われる場合、閾値設定部２４は、検出
部２３に供給する閾値を、搬送波出力抑制判断磁束密度 TH1に設定して、検出部２３に供
給する。
【０２８４】
そして、ステップＳ２１１において、搬送波出力抑制判断磁束密度 TH1以上のレベルの電
磁波が検出されていないと判定された場合、ステップＳ２１２に進み、制御部２１は、電
磁波出力部１８による電磁波の出力と、その電磁波を変調することによるデータの送信を
許可し、ステップＳ２１３に進む。これにより、電磁波出力部１８は、電磁波の出力を開
始し、また、変調部１９は、電磁波の変調を行うことが可能な状態となる。なお、上述し
たように、パッシブモードのイニシエータは、ターゲットとの通信が完了するまで、電磁
波を出力し続ける。
【０２８５】
ステップＳ２１３では、制御部２１は、自身が出力している電磁波をパッシブモードのタ
ーゲットが負荷変調することにより送信されてくるデータの受信と復調を、復調部１３に
許可し、ステップＳ２１４に進む。これにより、復調部１３では、パッシブモードのイニ
シエータが出力している電磁波をパッシブモードのターゲットが負荷変調することにより
送信されてくるデータの復調が開始される。
【０２８６】
その後、ステップＳ２１４に進み、制御部２１は、パッシブモードのターゲットとの通信
が完全に終了したかどうかを判定し、終了していないと判定した場合、ステップＳ２１４
に戻る。また、ステップＳ２１４において、パッシブモードのターゲットとの通信が完全
に終了したと判定された場合、制御部２１は、電磁波出力部１８による電磁波の出力、そ
の電磁波を変調することによるデータの送信、および負荷変調された電磁波を復調するこ
とによるデータの受信を禁止し、処理を終了する。
【０２８７】
次に、図２８のフローチャートを参照して、 NFC通信装置がパッシブモードのターゲット
となった場合の、そのパッシブモードのターゲットの送受信制御処理について説明する。
【０２８８】
まず最初に、ステップＳ２２１において、制御部２１（図４）は、検出部２３において動
作限界搬送波磁束密度 TH2以上のレベルの電磁波が検出されたかどうかを判定する。なお
、ステップＳ２２１の処理が行われる場合、閾値設定部２４は、検出部２３に供給する閾
値を、動作限界搬送波磁束密度 TH2に設定して、検出部２３に供給する。
【０２８９】
ステップＳ２２１において、動作限界搬送波磁束密度 TH2以上のレベルの電磁波が検出さ
れたと判定された場合、ステップＳ２２２に進み、制御部２１は、パッシブモードのイニ
シエータから送信されてくる電磁波を復調することによるデータの受信と、その電磁波を
負荷変調することによるデータの送信を許可し、ステップＳ２２４に進む。これにより、
負荷変調部２０は、電磁波の負荷変調を行うことが可能な状態となり、また、復調部１３
は、パッシブモードのイニシエータが出力している電磁波の復調を開始する。
【０２９０】
一方、ステップＳ２２１において、動作限界搬送波磁束密度 TH2以上のレベルの電磁波が
検出されていないと判定された場合、ステップＳ２２３に進み、制御部２１は、復調部１
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３により電磁波を復調することによるデータの受信と、負荷変調部２０により電磁波を負
荷変調することによるデータの送信を禁止し、ステップＳ２２４に進む。
【０２９１】
ステップＳ２２４では、制御部２１は、パッシブモードのイニシエータとの通信が完全に
終了したかどうかを判定し、終了していないと判定した場合、ステップＳ２２１に戻る。
また、ステップＳ２２１において、パッシブモードのイニシエータとの通信が完全に終了
したと判定された場合、制御部２１は、復調部１３により電磁波を復調することによるデ
ータの受信と、負荷変調部２０により電磁波を負荷変調することによるデータの送信を禁
止し、処理を終了する。
【０２９２】
次に、図２９のフローチャートを参照して、 NFC通信装置がアクティブモードのイニシエ
ータとなった場合の、そのアクティブモードのイニシエータの送受信制御処理について説
明する。
【０２９３】
まず最初に、ステップＳ２３１において、制御部２１（図４）は、検出部２３において搬
送波出力抑制判断磁束密度 TH1以上のレベルの電磁波が検出されたかどうかを判定する。
なお、ステップＳ２３１の処理が行われる場合、閾値設定部２４は、検出部２３に供給す
る閾値を、搬送波出力抑制判断磁束密度 TH1に設定して、検出部２３に供給する。
【０２９４】
ステップＳ２３１において、搬送波出力抑制判断磁束密度 TH1以上のレベルの電磁波が検
出されたと判定された場合、ステップＳ２３２に進み、制御部２１は、電磁波出力部１８
による電磁波の出力と、変調部１９により電磁波を変調することによるデータの送信を禁
止し、ステップＳ２３４に進む。即ち、搬送波出力抑制判断磁束密度 TH1以上のレベルの
電磁波が検出されている場合には、電磁波を出力することができないので、電磁波の出力
、ひいては、その電磁波によるデータの送信が禁止される。
【０２９５】
また、ステップＳ２３１において、搬送波出力抑制判断磁束密度 TH1以上のレベルの電磁
波が検出されていないと判定された場合、ステップＳ２３３に進み、制御部２１は、電磁
波出力部１８による電磁波の出力と、その電磁波を変調することによるデータの送信を許
可し、ステップＳ２３４に進む。これにより、電磁波出力部１８は、電磁波の出力を開始
することが、また、変調部１９は、電磁波の変調を行うことが、それぞれ可能な状態とな
る。
【０２９６】
ステップＳ２３４では、制御部２１は、検出部２３において動作限界搬送波磁束密度 TH2
以上のレベルの電磁波が検出されたかどうかを判定する。なお、ステップＳ２３４の処理
が行われる場合、閾値設定部２４は、検出部２３に供給する閾値を、動作限界搬送波磁束
密度 TH2に設定して、検出部２３に供給する。
【０２９７】
ステップＳ２３４において、動作限界搬送波磁束密度 TH2以上のレベルの電磁波が検出さ
れたと判定された場合、ステップＳ２３５に進み、制御部２１は、アクティブモードのタ
ーゲットから送信されてくる電磁波を復調することによるデータの受信を許可し、ステッ
プＳ２３７に進む。これにより、復調部１３は、アクティブモードのターゲットが出力す
る電磁波の復調が可能な状態となる。
【０２９８】
一方、ステップＳ２３４において、動作限界搬送波磁束密度 TH2以上のレベルの電磁波が
検出されていないと判定された場合、ステップＳ２３６に進み、制御部２１は、復調部１
３により電磁波を復調することによるデータの受信を禁止し、ステップＳ２３７に進む。
【０２９９】
ステップＳ２３７では、制御部２１は、アクティブモードのターゲットとの通信が完全に
終了したかどうかを判定し、終了していないと判定した場合、ステップＳ２３１に戻る。

10

20

30

40

50

(35) JP 3951298 B2 2007.8.1



また、ステップＳ２３７において、アクティブモードのターゲットとの通信が完全に終了
したと判定された場合、制御部２１は、電磁波出力部１８による電磁波の出力、復調部１
３により電磁波を復調することによるデータの受信、および変調部１９により電磁波を変
調することによるデータの送信を禁止し、処理を終了する。
【０３００】
次に、図３０は、 NFC通信装置がアクティブモードのターゲットとなった場合の、そのア
クティブモードのターゲットの送受信制御処理を説明するフローチャートを示している。
なお、アクティブモードのターゲットの送受信制御処理では、ステップＳ２４１乃至Ｓ２
４７において、図２９のステップＳ２３１乃至Ｓ２３７における場合とそれぞれ同様の処
理が行われるため、その説明は、省略する。
【０３０１】
以上のように、 NFC通信装置では、搬送波出力抑制判断磁束密度 TH1以上のレベルの電磁波
が検出されていない場合に、電磁波の出力を開始し、データを正常受信するのに、搬送波
出力抑制判断磁束密度 TH1より大の動作限界搬送波磁束密度 TH2以上のレベルの電磁波を必
要とするので、隠れ端末問題を、電磁波の検出だけによって、容易に解消することとがで
きる。
【０３０２】
即ち、 NFC通信装置では、前述したコマンド RTSと CTSによる隠れ端末問題の解決手法を採
用する場合に必要となる制御ロジックやメモリ等を必要としないので、低コストで、隠れ
端末問題を解消することができる。
【０３０３】
さらに、 NFC通信装置では、コマンド RTSや CTSをやりとりする必要がないので、隠れ端末
問題を、迅速に解消することができる。
【０３０４】
また、 NFC通信装置では、データを正常受信するのに、搬送波出力抑制判断磁束密度 TH1よ
り大の動作限界搬送波磁束密度 TH2以上のレベルの電磁波を必要とするので、通信相手と
の間でデータを送受信するための距離を、ある一定距離以内に拘束することができる。さ
らに、アンテナ１１をコイルとして、トランス結合による無線通信路を確立し、 NFC通信
装置どうしの距離が大となることにより電磁波の減衰も大となるようにしたので、データ
を正常受信するための通信相手との距離の拘束を強固なもの（必ず守らなければならない
もの）とすることができる。
【０３０５】
また、上述の場合には、検出部２３において動作限界搬送波磁束密度 TH2以上のレベルの
電磁波が検出されていない場合には、復調部１３におけるデータの復調を禁止することで
、データの受信を行わないようにしたが、その他、 NFC通信装置を、従来の ICカードなど
のように、通信相手からの電力の供給が必要なように構成する場合には、動作限界搬送波
磁束密度 TH2以上のレベルの電磁波が受信されないと、装置の動作に必要な電力が得られ
ないようにすることで、データの受信に、動作限界搬送波磁束密度 TH2以上のレベルの電
磁波を必要とするようにすることができる。
【０３０６】
さらに、上述の場合には、閾値設定部２４において、搬送波出力抑制判断磁束密度 TH1ま
たは動作限界搬送波磁束密度 TH2を閾値として設定し、検出部２３において、搬送波出力
抑制判断磁束密度 TH1と動作限界搬送波磁束密度 TH2それぞれ以上のレベルの電磁波の検出
を行うようにしたが、図４で説明したように、例えば、検出部２３と２５を設け、それぞ
れに、搬送波出力抑制判断磁束密度 TH1と動作限界搬送波磁束密度 TH2それぞれ以上のレベ
ルの電磁波の検出させるようにすることが可能である。但し、検出部２３だけで、搬送波
出力抑制判断磁束密度 TH1と動作限界搬送波磁束密度 TH2以上のレベルの電磁波の検出する
方が、検出部２３と２５の２つを設けるより、コスト的に有利である。
【０３０７】
なお、本明細書において、 NFC通信装置が行う処理を説明する処理ステップは、必ずしも
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フローチャートとして記載された順序に沿って時系列に処理する必要はなく、並列的ある
いは個別に実行される処理（例えば、並列処理あるいはオブジェクトによる処理）も含む
ものである。
【０３０８】
また、本実施の形態では、本発明を、複数の伝送レートでのデータの送受信が可能な NFC
通信装置に適用した場合について説明したが、本発明は、その他、ある単一の伝送レート
でのデータの送受信のみが可能な通信装置などにも適用可能である。
【０３０９】
【発明の効果】
以上の如く、本発明によれば、隠れ端末問題を、容易に解消することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用した通信システムの一実施の形態の構成例を示す図である。
【図２】パッシブモードを説明する図である。
【図３】アクティブモードを説明する図である。
【図４】　 NFC通信装置１の構成例を示すブロック図である。
【図５】復調部１３の構成例を示すブロック図である。
【図６】変調部１９の構成例を示すブロック図である。
【図７】復調部１３の他の構成例を示すブロック図である。
【図８】復調部１３のさらに他の構成例を示すブロック図である。
【図９】初期 RFCA処理を説明するタイミングチャートである。
【図１０】アクティブ RFCA処理を説明するタイミングチャートである。
【図１１】　 SDD処理を説明する図である。
【図１２】コマンドとレスポンスの一覧を示す図である。
【図１３】　 NFC通信装置の処理を説明するフローチャートである。
【図１４】パッシブモードのイニシエータの処理を示すフローチャートである。
【図１５】パッシブモードのターゲットの処理を示すフローチャートである。
【図１６】アクティブモードのイニシエータの処理を示すフローチャートである。
【図１７】アクティブモードのターゲットの処理を示すフローチャートである。
【図１８】パッシブモードのイニシエータの通信処理を示すフローチャートである。
【図１９】パッシブモードのイニシエータの通信処理を示すフローチャートである。
【図２０】パッシブモードのターゲットの通信処理を示すフローチャートである。
【図２１】アクティブモードのイニシエータの通信処理を示すフローチャートである。
【図２２】アクティブモードのイニシエータの通信処理を示すフローチャートである。
【図２３】アクティブモードのターゲットの通信処理を示すフローチャートである。
【図２４】隠れ端末問題に対する対処を説明する図である。
【図２５】隠れ端末問題に対する対処を説明する図である。
【図２６】隠れ端末問題に対する対処を説明する図である。
【図２７】パッシブモードのイニシエータの送受信制御処理を示すフローチャートである
。
【図２８】パッシブモードのターゲットの送受信制御処理を示すフローチャートである。
【図２９】アクティブモードのイニシエータの送受信制御処理を示すフローチャートであ
る。
【図３０】アクティブモードのターゲットの送受信制御処理を示すフローチャートである
。
【符号の説明】
１乃至３　 NFC通信装置，　１１　アンテナ，　１２　受信部，　１３　復調部，　１４
　デコード部，　１５　データ処理部，　１６　エンコード部，　１７　選択部，　１８
　電磁波出力部，　１９　変調部，　２０　負荷変調部，　２１　制御部，　２２　電源
部，　２３　検出部，　２４　閾値設定部，　２５検出部，　３１　選択部，　３２ 1乃
至３２ N　復調部，　３３，４１　選択部，　４２ 1乃至４２ N　変調部，　４３　選択部
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，　５１　可変レート復調部，　５２　レート検出部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】
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【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】
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【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】

【 図 ２ ９ 】

【 図 ３ ０ 】
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